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山

口

県

地

方

史

学

会

会

則

第
　
一
　
条
　

こ

の

会

は
山

口

県

地
方

史

学
会

と

称

し

、
事

務

局

を

山
口

県

文
書

館

内

に

置

く

。

第

二

条
　

こ

の

会

は
山

口

県

を
中

心

と
す

る
地

方

史

の
総

合

的
研

究

を

推

進
し

、

そ

の

発
展

を

図

る

こ

と
を

目

的

と
す

る
。

第

三

条
　

こ

の

会

は
前

条

の

目
的

を

達

成
す

る

た

め
次

の

事

業
を

行
な

う

。

一

、
研

究

発

表

会
臨

時
研

究
会

等

の

開
催
　
　

二

、

文
献

資

料

の
調

査

研

究

紹

介
並

び
に
公

刊

三

、

展
覧

会

講
習

会

及

び
講
演

会

の

開

催
　
　

四

、
中

央

並

び
に

地
方

の

関

係

学
会

と

の

連
絡

五

、

機

関
誌

研

究
報

告

等

の
刊

行
　
　
　
　
　

六
、

そ

の
他

必
要

と

す

る
事

項

第

四

条
　

こ

の
会

は
第

二

条

の

目
的

に

賛
同

す

る
者

を
以

て

組
織

す

る
。

第

五

条
　

こ

の
会

の
事

業

を

推

進
す

る

た

め
、

必

要

に
応

じ

地

方
毎

に
支

部

を

設
け

る
こ

と

が

出
来

る

。

第

六

条
　

こ

の
仝

に

次

の
役

員

を
置

く

。
　

会

長

一

名
、
　

副

会

長
二

名

、
　

参

与

一

名

、
　

理
事

若
干

名

、
　

幹
事

若

干

名

、
監

査
二

名

第

七

条
　

こ

の
会

に

名
誉

会

長

、
顧

問

を

置
く

こ

と

が
出

来

る

。

第

八

条
　

会

長

、

副
会

長

、

監

査
は

理

事

会
に

お

い
て

選
考

し

、

総
会

に

お

い
て

決

定

す

る

。

参
与

は

山
口

県

文

書
館

長

を

も

っ
て

充

て

る

。

理
事

は

別

に
定

め

る

選
挙

規

程

に
基

い
て

会
員

が
選

挙
す

る
。

幹

事

は

理
事

会

が
委

嘱
す

る

。

第

儿

条
　

役

員

の

任

期

は
二

年

と
し

、

新

役
員

が
決

定
さ

れ

る

ま

で

は
現

役

員

が
そ

の
職

務

を

行
な

う

。

但
し

、
再

選
を

妨

げ

な

い
。

一
、

会

長

は
本

会

を
代

表
し

、
会

務

を

総

理
す

る

。

二

、

副

会

長
は

全

長
を

補

佐

し
、

会

長

に
事

故

あ

る

時

は
そ

の

会
務

を

代

行

す

る
。

参

与

は
会

務

に

参
画

す

る
。

三

。

理

事

は
理

事

会
を

構

成
し

、

会

務

を
処

理
す

る

。

四

、

幹

事

は
幹

事

会
を

構

成
し

、

事

務

を
処

理
す

る

。

五

、

監

査

は
会

計

の
監

査

及

び

理
事

選

挙

の
管

理

に
当

た

る
。

第

十

条
　

こ

の
会

は

必
要

に

応

じ
専

門

委

員
会

を

設

け

る
こ

と

が
出

来

る
。
専

門

委
員

は

理
事

会

が
委

嘱

す

る
。
専

門

委

員
会

は

理
事

会

か

ら

委

任

さ

れ

た
会

務

を

処
理

し

、

そ
の

結

果
を

理
事

会

に
報

告

す

る
。

第
十

一
条
　

こ

の
仝

の

会

費
は

年

額
二

千

円

と
す

る
。

第

十
二

条
　

こ

の
会

の

経

費
は

会

費
及

び
そ

の

他

の
収

入

に
よ

る

。

第

十
三

条
　

こ

の
会

の

会

計
年

度

は
四

月

一

日

か
ら

三

月
三

十

一

日

ま

で
と

し

、

そ

の
予

算

・

決

算
は

総

会

に

お

い
て
決

定

・
承

認

す

る
。

第
十

四

条
　

総
会

は

毎

年

一
回

定

期

に
開

く

。

但
し

、

必
要

に

応

じ

臨

時
総

会

を

開

く
こ

と

が
出

来

る
。

第
十

五

条
　

総
会

は

役

員

を
選

出

又

は
承

認

し
、

会

則

の

変
更

そ

の

他

重
要

事

項

を

審
議

決

定

す

る
。

（
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
施

行
、
四
十
一
年
六
月
、
四

十
四
年
六
月
、
四

十
九
年
六
月
、
五

十
四
年
六
月
、
五
十
六
年
十
一
月
、
五

十
八
年
十
月
そ
れ

ぞ
れ
一
部

改
正

）

－

萩
藩
初
期
政
治
史
研
究
序
説
－

―

－

－

田
　
　

中

誠
　
　
二

元

の
後
見
政

治
」
は
、

二
（

○
六
年

（
慶
長
十

二

か
ら
は
じ
ま

り
、

そ

の
辞
退

（
一
六

ご
二

年
‥
Ｈ
寛
永
八
）

ま
で
行
わ

れ
、
そ
れ

に
よ

っ

て

「
藩
体
制
は
し
だ
い
に
整
備
さ
れ
」
だ
、
と
し
て

い
る
。
『
萩
市

史
』

で
も
、
「
毛
利

秀
元

の
執
政
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、
「
秀
元

の
政
治
」

（
「
藩
政

の
総
理
」
）

は
、
お
お
よ

そ
慶
長
検

地

（

ヱ
（

○

七
～
一
〇

年
）
頃
か

ら
は
じ
ま
り
、
「
毛

利
氏
三

六
万
石
の
藩
体
制
は
、
秀
元
の

主
導

の
も
と
に

整
備

さ
れ
て

い
っ
た
」
と

論
し

て

い
る
。
市
村
佑

一

氏
も
、
一
六
〇
五
年

（
慶

長
十
）
暮
頃

が
、
「
秀
元
・
益
田
氏
を
中

心

と
す

る
政
治

体
制

が
ほ

ぼ
確

立
し

た
画

期
」
で
あ

る
と
し
、
右
と

ほ

ぼ
同

様
の
見

解
を
と

っ
て

い
る
。
②
長

府
毛

利
家

の

『
毛
利
家
乗
』

で
は
、
一

六
〇
一
年

（
慶

長
六
）
九
月

の
条
で
、

「
公

両
国
ノ

政
ヲ

摂

ス
」
と
し

て

い
る
。

③

『
寛
政
重

修
諸
家

譜
』

の
秀
元

の
項

で
は
、

秀
元

が
一
旦
宗
家

の
家

督
を
継

ぎ
、

関
ケ
原

戦
後

に
は
、

「
国

府
の

城
に
居
し

。
宗
家

の
国

政
を
と
り

行
ふ
。

の
ち
秀
就
に
こ

れ
を
か
へ

す
」

と
し

て

い
る
。
④
新
井
白
石

の

『
藩
翰

譜
』

で
は
、

関

ケ
原
戦

１

毛

利

秀

元

論

一

本

槁
は
、
関

ケ
原

戦
（

ヱ
（

○

○
年
）
後

の
萩

藩
政
に
お

け
る
、

毛
利

秀
元

の
政

治
的

役
割
を
段

階
的
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を

課
題

と
す

る
。
こ

の
課
題

に
関
る
従

来
の
説
は
、

秀
元

執
政
論
、

つ
ま
り

関
ヶ
原

戦
後
早

い
時
期
に
、
毛
利

秀
元

（
長

府
支

藩
主
）

が
萩
本
藩

の
実
権
を
掌
握
し

て
藩
体
制
を

整
備
し
た

と
す
る
も

の
で

あ
る
。
三

○
年
前
後
「

秀
元

の
政
治
」

が
行
わ
れ

た
と
す
る
こ

の
論
は
、
こ
れ

ま
で

の
萩

藩
初
期
政
治
史
研

究
の
中
で

の
最

も
大
き
な

見
通
で
あ
り

、

一
枚
看
板

の
観
さ
え
呈
し
て

い
る
。
従

っ
て
本
稿

で
は
、
真
正
面

か

ら
秀
元
執

政
論
を
再

検
討
せ

ざ
る
を
得

ず
、
そ
の

こ
と
は
ま
た
、

萩

藩
初
期
政

治
史
の
流
を
大
ま

か
に
見
通
す

こ
と
と
同

義
に
な
ら

ざ
る

を
得
な

い
。

右

の
課
題
に
関

る
従

来
の
諸

説
を
、
倒
叙
的

に
も
う
少
し

詳
し

く

み
て

お
く
。
①
最
近

の
市

史
を
代
表
す

る
『
長
門
市

史
』

で
は
、
「
秀



後
輝
元

が
、
「
家

の
事
を

ば
秀
元

に
譲
り
。
我

が
身
は
長
門
の
匡
斜

辺

城
に
住
し

」
だ

と
し

、
「
八
年
十
月
五

日
参
議
秀
元
、

秀
就
に
家
を

譲
る
」
と
し
て

い
る
。
　
「
長
門
守
秀
就

が
成
人
の
程
、
彼
家
の
事
を

執
り
行
ひ
、
常
に
関
東
に
伺
候
す

」
と
も

い
う
。
⑤

二
（

八
四
年

（
貞

享
元

）
の
長
府
毛
利
家

か
ら
幕
府

へ
の
呈

書
で
あ

る
「
毛
利

甲
斐
守

秀
元

譜
咯
」
で

は
、

一
五

八
五

年
（
天
正

十
三
）
　
　「
輝
元

養
秀
元

、

為
其
家
督
」

と
し

、
関

ケ
原

戦
後
も
、
「
宗

瑞
居
于
長
州
之
萩

、
而

絶
於
世
交
、

而
為
帰
隠
之

身
、
而
譲
事

於
秀
元
」
と
し
て

い
る
。
⑥

『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』
で
は
、
「
宗
瑞
を
よ

ひ
秀
就
、

長
州

・
防

州
を

領
す

と

い
へ

と
も
政
務
な
り

か
た
き
に
よ
り
、
上

意
を
う

か

ゝ
ひ
両

国

の
事
を

秀
元

と
り

お
こ
な

ふ
。
そ

の
ヽ
ち
辞

退
し
て
秀

就
に

ゆ
づ

る
。

秀
元

隠
居
す

と
い
へ
と
も
、
上

意
を

も
っ
て
江

戸
に
候
す

る
事

三

十
余
年
」

と
し

て
い
る
。

以
上

の
諸

説
を
ま
と
め

る
と
、
関

ケ
原
戦
後

早

い
時
期

に
、

秀
元

が
菻
藩

の
実

権
を
掌
握
し

て
藩
体
制
を

整
備
し

た
こ

と
（
①
～
⑥

説

に
共
通
）
、

秀
元

が
輝
元

か
ら
家

督
を
譲
り
受

け
、

そ
れ
を
さ

ら
に
秀

就
に
譲

っ
た
（
「
隠
居
」
と
は
そ
う

い
う
意
味
で
あ
る
）
こ
と
（
②
～

⑥
説
に
共
通

）
の
二
点

に
な
る
。
こ

の
主
張

は
、
⑥

の
秀
元

自
身
に

よ
る
呈
書

（
『
寛
永
諸
家
系
図

伝
』

の
素

材
）

の
叙
述
に
淵
源
を
も

つ
。

根
深

い
来
歴

が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
の
幕
府

編

纂

に
か
か

る
毛
利

氏
系
譜

の
定
型
を
形
作

る
こ
と
に
な

る
こ

の
叙
述

は
、
後
述

の

ご
と
く
非
常

に
曖
昧
で
あ

る
。

本
稿

で
は
、

関
ケ
原

戦
後

の
秀
元

の
政
治
的
役

割
を
段
階
的

に
検

討
し
、一

か
つ
各
段

階
で
の
そ
の
役
割

の
類
例
を
も

あ
げ
て

い
く

と

い

う
方

法
を
と

っ
た
。
そ
れ

は
事

実
確
定
を
重

視
し

た
こ

と
と
、
こ
れ

ま

で
例
え

ば
、

個

々
に
は

福
原

広
俊

が
対
幕

交
渉
に
果
し

た
役
割

の

指
摘
や

益
田

元
祥

が
財

政
立
直
に
果
し

た
役
割

の
指
摘

が
あ

る
も
の

の
、

秀
元

執
政

論
に
対
置
し
た
論

に
な

っ
て

い
な

い
た

め
に
、
関
連

が
必
ず
し

も
明
確
で
な
く
、
人

の
配
置

の
全
体
像

が
見
え

て
こ
な
か

っ
た
点
を

考
慮
し
た
こ

と
と
に
よ

る
。

ま
た
本
稿

で
は
、
対
徳
川
氏

対
幕

府
を

中
心
に
菻

藩
の
政
治
的

役
割
分
担
を
考

え
た
。

初
期

藩
政

の
主

軸
は
、

そ
こ

に
あ

る
と
考
え

た
か

ら
で

あ
る
。

二
前

掲

『
寛

永
諸
家
系
図
伝
』

か
ら
の
引
用
文

の
前
半
部

分
と
後
半

部

分
は
、
時

期
と
内
容
を

限
定
す
れ

ば
、

事
実

に
近

い
。
し
か
し
、

前

半
と
後
半
の
間
に
あ

る
、
「
秀
元
隠

居
す

と
い
へ
と
も
」
と
い
う

叙

述
は
、

輝
元

か
ら
家

督
を
譲
り
受
け

た
秀
元

が
、

さ
ら
に

秀
就

に
家

督
を
譲

っ
て

、
「
隠
居
」
し
た
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
事
実
、

秀
元
提
出

の
系
図
は
、

琿
元
―
秀
元

―
秀
就
と
な

っ
て

い
る
。
支

藩

で
あ

る
長
府
領
は
、

秀
元
の
隠
居
領

で
あ
り
、
従

っ
て
幕
府

の
普

請

役

は
分
担
す

る
必
要

は
な

い
と

い
う
、
本

藩
に
対
す
る

秀
元

の
主
張

は

、
こ
れ

と
同

一
線
上

に
あ
る
。
こ

の
秀
元
家

督
ａ

隠

居
説
の
可
否

は
次
に
検

討
す
る

が
、

右
の
叙
述

の
三

つ
の
部
分

が
、

限
定
な
し

に

繋
げ
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
大
き
な
曖
昧

さ
を
生
ん
で
い
っ
た
（
こ

れ

に
主
と
し
て

依
拠
し
た

と
み
ら
れ
る
白
石

の

『
藩
翰

譜
』

は
、
誤

２

姻
、
九
五
年

（
文
禄
四
）
三
位
・
参
議
に
叙
任
さ
れ
て
「
安
芸
宰
相
」

と
な

る
な
ど
、
琿
元

の
後
継

た
る
の
地
位
を
固

め
て

い
っ
た
。
し
か

し

一
方
で
、

九
五

年

（
文

禄
四

）
輝
元

に
実

子
松
寿
丸

（
秀
就
）

が

生
ま
れ
、
九

七
年

（
慶

長
二

）
秀
元

の
再

度
の
渡
海

時
か
ら
翌
年

に

か
け
て
、

秀
元
と
松

寿
丸
の
関
係

が
微
妙
な
も

の
と
な
っ
て
き

た
。

そ
こ
で
秀
元
は
、
九
二
年

の
約
束

に
従

っ
て
、
「
対
松
寿
様
、
向
後
共

二
無
別

心
、
無
二
可

致
馳
走
事
」
な
ど
を
内
容
と
す
る
起
請
文
を

輝
元

に

提
出
し
た

が
、
輝
元

は
、

九
八
年

（
慶

長
三

）
六

月
に
、

去
年

如
申
談
、
松

寿
事
進
之
置
候

条
、
万

一

成
人

仕
人

心
も

於
有

之
者

、
秀
元
御

計
次
第
候
、
更
只

今
不
及

申
偸

と
答
え
て
、

そ
の
申
出

を
一
旦
押
え

た
。
秀
元

は
後
年
、
「

初
（

輝
元
　
　
一

子

な
き

ゆ
へ

秀
元

を

養
子

と
す

。
そ

の

ゝ
ち
秀
就
生

る
に
を
よ

び
て
、

３

秀
元
ま

た
こ

れ
を
養
て
家

督
を

ゆ
づ
る
う
と
主
張
し

て

い
る

が
ヽ

右
　
　
一

の
「
松

寿
事
進
之
置

候
」
、
「
秀
元
御

計
次
第
候

」
と

い
う
表

現
や

、

秀
元

の
対
外
的

に
果

し
た
役
割
を

考
え

る
と
き
、
名
目
上

に
し
ろ
そ

う
主
張

さ
れ
て

も
あ
る
程
度

仕
方
の
な

い
曖
昧

な
状
況

が
あ

っ
た

と

い
う
こ
と
で

あ
る
。

し

か
し
、

九
八
年

（
慶
長
三

）
八

月
、
秀
吉

の
死

の
直
前

か
ら
、

状
況

が
一
変
す

る
。
八
月
一
日

に
秀

吉
の
意
向
が
示

さ
れ
、
「
御
実
子

出
来
之
条
、
定
輝
元
様
大
切
二
可
被
思
召
候
。
然
者
御
家
之
儀
被
進
候

へ
、

宇
喜

多
と
御
縁
辺

被
仰
談
候
て
可

然
之
由
被

仰
出

俟
、
直
之
上

意
に
て
候
間
、

不
及

兎
角
被
成
御
請

候
、
然
者
御

存
命
中
松

寿
様
可

被
成
御

対
面
候
由

候
と
て
御
迎
舟

被
差
下

、

十
八
日
御

参
上

之
由
候

を
増
幅
さ
せ

て

い
る
）
点

と
、
幕
府
の

諸
家

系
譜
編
纂

の
姿
勢

が
、

寛

永
の
丞

れ
を
定
本
化
し

て
後
続
系

譜
の
訂
正

を
拒
ん

だ
点
と
に
問

題

が
あ

る
こ
と
を

指
摘
し

て

お
き

た
い
。

萩
藩
初
期

の
藩
政
を
長
期

に
わ
た
っ
て
秀
元

が
担
当
し
た
と
す

る

秀
元
執
政

説
と
、
秀
元

が
宗

家
の
家
督
を
継

い
だ
と
す
る

秀
元

家
督

説
と
の
二

つ
の
論
点
の
う

ち
、
前
提
的
事
実

の
吟
味

の
た
め
に
ま
ず

後

者
を

概
観
し
て

お
き
た

い
。

秀
元

は
、
元
就

の
四

男
元
清

の
子

（
輝
元

の
従

弟
）
で
あ

る
。
輝

元

に
実
子

が
な

か
っ
た
の
で
、

そ
の
養
子
と
な

っ
た
。
秀
元

養
子
の

件

が
豊
臣
政

権
に
公
認
さ

れ
る
の
は
、
一
五

九
二
年

（
天
正
二

十
）

で
あ

る
。
こ
の
年
四
月
、

秀
吉
は
肥
前
名

護
屋
へ

の
下

向
の
途
次
、

広

島
城
へ
立
ち
寄

っ
た
。
「
右
京
大
夫

事
「

、

た

ゝ
養
候

歟
、
又

跡

継
二
仕
候
歟
」
と
秀
吉
は
尋
ね
、
「
跡
続
に
て
候
」
「
と
か
く
御
諚
次
第
」

と
の
返
答
を

得
て
、
「
尤
可
然
」
と
了
解
を
与
え
た
。
そ
し
て
秀
吉
は
。

「
輝
元
若

候
間
、
実
子
可

出
来
候
、
其

時
（

実
子
を
た
て
、

大
夫
事

。

似
合
之
扶
持
を
可

遣
候
、
其

分
別
を
大
夫
二
申
付
、
書
物
を
仕
、
太

閤

様
へ
上

ケ
置
可
然
之

由
」
を
指
示
し

た
。
こ

の
指
示

に
従
っ
て
、

秀

元
は
、
「
御
実
子
出
来
申
候
者
、
私
身
躰

似
相
申
程
之
可

被
成
御
扶
助

候
づ
と
起
請
文

を
書
き
、

輝
元

に
実
子

が
出

来
た
場
合
、

そ
れ
を
惣

領
と

仰
ぐ

の
で
、
自
身

に
は
相
応

の
知
行
を

宛
行

っ
て

ほ
し

い
と
し

た
の
で
あ
る
。
同
年
秀
元
は
侍
従
に
任
せ
ら
れ
、
「
安
芸

侍
従

」
と
な

っ
む
。
翌

九
三

年

（
文
禄
二
）

に
は
、

病
気

の
輝

元
と
交
代

に
朝
鮮

へ

渡
海
、
九
四

年
（
文
禄
三

）
秀
吉
養
女

（
豊
臣
秀
長

の
女

）
と
婚



」
と

い
う
。

秀
就
を
惣
領

で
あ
る
。
秀
元
の
扱
は
、

」
れ
と
目
見
を
す

る
と

い
う

の

（

出

雲

・

之
、

被
進
候
へ
と

被
仰
渡
之
由

候
、
広
家

ペ

パ
ー宍奥手

山
被
相
除

一
跡

被
進

之

由
候
」
と

い
う

。
つ
ま
り
、

秀
元
を
外
し
て

秀
就
を
惣
領

に
立
て

る
、
そ
の
か
わ
り
予
て

の
≒

似
相

申
程
之
」
「
扶
助
」
を
す
る
と

い
う

約
束
に
従

っ
て
、
出
雲

・
石

見
を
秀
元
に

与
え

、
そ

の
た

め
に
出
雲

を
中
心

に
所

領
を
有
し
て

い
る
吉
川
広
家

を
三

原
へ
移
す

と

い
う

の

で
あ

る
。
以

後
、
事
態

は
ほ

ぼ
こ

の
線

に
沿
っ
て

進
め
ら
れ
て

い
く

の
で
、

右
の
記
事

は
真
実
味

が
あ
る
。
ま
ず
、
松

寿
丸
の
上
洛

が
企

画

さ
れ
る

が
、

秀
吉
の
死
去

の
報
に
よ
り
、
松

寿
丸
は
備
後

鞆
よ
り

引

き
返
し
、
「
直

二
御
本

城
江
被
成
御
移
候
」
、
「
各
御
対
面
之
時
茂
人

々

二
名
を
被
付
候
」
と
い
う
。
八
月

か
ら
九
月
に
か
け
て
、

吉
川
広
家

に

三

原
と

長
門
国
を
与
え

る
話

が
進
め

ら
れ
て

い
か
。
翌

九
九
年

（
慶

長
四

）
　一
月
二
十
三

日
に
、
秀
元

へ
の
国

割

が
正

式
に
決
定
さ
れ

た
。

そ

の
国
割
書

見
は
、
「
出
雲
国

一
円
」
「
隠
岐
国
一
円
」
「
伯
耆
三
郡

」

「
於
南
浦
、
芸
州
之
内
廿
日
市
二
引
加
、
都
合

壱
万
石
」
を
秀
元
に
与

え

る
と
し
て

い
る
。
こ

の
国

割
は
、
「
太
閤
様
御
不
例
中
以
被

仰
出
筋

目
」
行

い
、

所
の
指
定
は
石
田

三
成

と
増
田

長
盛

の
指

南
に
従
っ
た

と

い
う
。
こ
の
国
割
に
よ
っ
て
、
「
已
来
之
儀
、
松

寿
事
為
惣
領
、
隆

号

兀
春
吾

等
如

被
仕
立

候
被
馳

走
」
る
よ
う
に
と

い
う

。
こ
こ
で

判

る
の
は
、
当
初
出
雲

・
石
見
と

い
わ
れ
て

い
た
も

の
が
、
石
見

が
消

え

て
隠
岐
・

伯
耆

が
入
っ

た
こ

と
で
、
ほ

ぼ
吉
川

広
家
領
に
重
な

っ

た
点
、
そ

の
所

の
指
定
に

は
豊
臣
氏
奉
行

の
石
田

・
増
田

の
意
向

が

反
映
し

て
い

る
点

、
こ

の
秀
元
へ

の
国
割

と
松

寿
丸
を
惣
領

と
し

て

立
て

る
こ
と

と
が
不
可

分
の
関
係

に
あ

る
点

で
あ
る
。
前
二

点
に
関

し
て
、
広
家
が
遺
恨
に
思
っ
た
こ
と
は
、
後
年
広
家

が
、
「
対
石

治
少
我

等
所

存
之
事
」
の
第
一
条
に
、
「
上
様
以
御

諚
出
雲

伯
者

二
被
下
置

候

領

地
之
儀
、

御
他
界
之

後
、
宰
相

へ
渡
可
申
旨

被
申
出
候
事
↑

と
記

し
て

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
れ
る
。
「
上
様
以

御
諚
」
と

い
う
の
は
、

一
五
九

一
年

（
天
正

十
九
）

の
輝

一
拾
万
石
　
　
　
　
　
　
羽
柴

吉
元
宛
豊
臣

秀
吉
朱
印
知

行
目

録
に

川
侍
従

此
内
壱
万
石
無
役
。
輝
元
於
近
所

、
伯
耆
国
三
郡
有
次
第
、
其
外
出
雲
国
富

田
城
、
は
う
き
の
か
た
へ
か
た
付
、
都
合
拾
万
石
相
波
、
と
た
居
城
二
可
然

哉
之
事
、

一
隠

岐

国
　
　
　
　
　

羽

柴

吉
川

侍

従

と

あ

る

こ

と

を

指

し

て

い

る
。

広

家

は

、

吉
川

領

を

狙

い

う

ち

に

し

た

の

は

石

田

の

差

金

だ

と

考

え

て

お

り

、

秀
元

へ

の

遺

恨

と

と

も

に
、

こ

の

件

は

関

ヶ

原

戦

で

の

広

家

の

行

動

に

何

が
し

か

の

影

響

を

与

え

た

と

思

わ

れ

る

。

広

家

の

抵

抗

も

あ

っ

て

、

こ

の
国

割

は

実

現

せ

ず

、

徳

川

家

康

の

斡

旋

に
よ

っ

て

、

結

局

、

長

門

国

・

周

防

国

吉

敷

郡

・

元

清

領

の

合

計

一

七
万

石

余

を

秀
元

領

と

す

る

こ

と

で

結

着

し

倥

こ

う

し

て

秀

元

は

惣

領

の
位

置

を

外

れ

、

秀

就

が
そ

の
位

置

を

確

定

し

た

。

秀

就

は

、

九

九

年

（
慶

長

四

）

十

月

十

一

日

に

従
五

位

下

侍

従

、
同

十

二

月

八

日

に

は

従
四

位

下

と

な

っ

た

。

一

六

〇

〇

年

（
慶

長
五

）

九

月

の

関

ヶ

原

戦

の
戦

後

処

理

と

し

て

、

十

月

十

日

に

「
周

防

長

門

両

国

進

置

候

事

」

と

の

徳

川

家

康

起

請

文

一

『

！
－

Ｉ

ｊ

。

Ｉ

。

四

お

り

、

隠

居

領

に

関

し

て

、

宗

瑞

は

秀

就

に

左

の
よ

う

に

提

案

し

て

一

蔵

入

三

万

石

一
給

人

二

万

石

付
、
天
下
役
之
時
者
、
役
目
可
申
付
候
、
共
外
之
時
者
、
御
分
別
之
事

一

銀

山
井

其

外

浮

所

務

十

ふ

一

之

事

こ

れ

に
よ

れ

ば
、

宗

瑞

付

家

臣

の

知

行

他

は

別

に

し

て

、

隠

居

領

は

三

万

石

で

あ

り

。

そ

の

部

分

に

関

し

て

は

、

幕

府

普

請

役

を

分

担

し

な

い

考

で

あ

る

こ

と

が
判

る

。

こ

の
取

極

は

、

実

際

に

は

宗

瑞

が
秀

就

に

家

督

を

譲

る

二

三

年

（
元

和

九

）

九

月

十

日

に
発

効

す

る

。

こ

こ

で

ふ

れ

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

は

、

長

府

領

は

秀

元

の

隠

居

領

で

あ

る

と

の

秀

元

の

主

張

に

つ

い
て

で

あ

る
。

三

六

年

（
寛

永

十
三

）

の
江

戸

城

修

築

普

請

の
と

き

、

秀

元

は

普

請

役

の

分

担

を

拒

否

し

、

本

藩

と

の

間
で

ト

ラ

ブ

ル

が

お

こ

っ
た

。

そ

の

際

に
、

本

藩

側

で

は

、

次

の

よ

う

に

記

し

て

い

る

。

手

前

之

知

行

之

儀

者

隠

居

分

二
付

、

役

儀

仕

筈

二
て

者

無

之

通

被

申

之

由

候

、

此

隠

居

分

与

申

候

段
（

い

わ

れ

さ

る

儀

二
御

座

即

本

藩

と

支

藩

の
主

張

が
、

真

向

か

ら

対

立

し

て

い
る

の
で

あ

る

。

秀

元

か

ら

す

れ

ば
、

一

旦

家

督

を

譲

り

受

け

、

そ

れ

を

秀

就

に

譲

り

渡

し

た

の

で

あ

る

か

ら

、

自

分

は

隠

居

で

あ

り

、

従

っ
て

長

府

領

は

自

分

の
隠

居

領

で

あ

る

。

隠

居

領

で

あ

る

か

ら

は

、

幕

府
普

請

役

は

分

担

す

る

必

要

は

な

い
、

と

い

う

脈

絡

に

な

る

。

し

か
し

こ

の
秀

元

の

主

張

に

は

、

無

理

か

あ

る
。

宗

瑞

の

隠

居

領

を

確

保

し

て

の
本

当

の

－ ４
５

が
書

か
れ
る
。
宛
名

は
、
「

安
芸
中
納
言
」
（
輝
元

）
と
「
毛
利

藤
七

郎
」
（
秀
就
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
以

降
の
秀
元
の
家

督
は
あ
り

得

な
い
。
同
年

十
月
、

輝
元

は
剃
髪
し
て
宗

瑞
と
号
し
、
形
式

的
に

隠
居
の
形
を

と
っ
た
。
翌
年

秀
就
は
、
証
人

と
し

て
在
江
戸
す

る
こ

と
に
な

っ
た

。
一
六
一
一
年

（
慶
長
十
六
）

暮
に
秀
就
は

初
入

国
し
、

匸

一
年

（
慶

長
十
七
）
暮

に
萩
を
立

っ
て
再

び
江
戸
に
下

向
し

た
。

従
来
注
目
さ

れ
て

い
な

い
が
、
こ

の
秀

就
の
初
入
国
中

に
、
宗
瑞
と

秀
就
と

の
間

に
、
次
の
よ

う
な
遣
取

が
あ
っ
た
。

今
度

長
門

御
暇

被
下

帰
国

仕
候

幸
と
存
、
知
行
等
可
相

政
之
由

申

聞
候
処
、

長
門

申
事
二
（

、

在
江
戸
仕
間
之
儀

者
、
何
に

と
申
候

共
、
領

知
請
取

候
事
不

相
成
之

由
、

頻
理
申

候
条
、
不
及
兎

角
候
、

こ

の
史
料
中

の
「
知
行
等
可
相
渡
」
「
領

知
請
取
候
事
」
と

い
う
表
現

に
注
目
し

た

い
。
領

知
権
は
、
依

然
と
し
て
宗

瑞
が
掌
握
し
て

お
り
、

秀
就

の
初
入
国
を
機
会

に
そ

れ
を

譲
渡
し
よ
う

と
し

た

が
、

秀
就
の

辞

退
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
右

の
事

実
は
、
こ

の

匸

一
年

（
慶

長
十
七
）
ま

で
の
家
臣

へ
の
安
堵
状

に
、

宗
瑞

が
単
独
で

署
判

を
加
え

て

い
る
事

実
に
対
応
す

る
。
法
度
へ

の
署
判
、
刑
罰

権
の
掌

握

（
熊

谷
一

党
の
「
討
滅
」

事
件

を
見
よ

）
、
諸
役
の
任
命
等
を
こ
れ

に
加
え

れ

ば
、
宗

瑞

が
実
権

を
掌
握
し
て

い
た
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。

匸

一
年
（
慶

長
十
七
）

か
ら
は
、
宗
瑞
単

独
署
判
の
安
堵

状
の
他
に
、

宗

瑞
・
秀
就

連
署
の
も

の
も
登
場
す
る
。

こ
れ
は
、
宗
瑞

が
秀
就
に

徐
々
に
で
も
領

知
権
を
移

譲
し
た

い
と

い
う
気
持
を
表
わ
し

て

い
る
。

二

〇
年

（
元

和
六
）
に

は
、

宗
瑞

の
隠
居

が
具
体
的

に
計
画

さ

れ
て



隠
居

は
、
二
三

年

（
元
和

九
）
で

あ
る
。
そ
れ
ま

で
宗

瑞
は
、
前

述

の
如
く

基
本
的
に

は
領

知
権
を
掌
握
し

て

い
た

。
秀
元

の
主
張

で
は
、

こ

の
宗
瑞
の
隠
居
よ

り
も
、

秀
元

の
隠
居

の
方

が
先
行
し
て
し

ま
う

と
い
う
矛
盾
を
生

じ
て

し
ま
う

。
こ
れ
も
前

述
し

た
如
く
、

一
六
〇

〇

年
（
慶
長
五
）

の
関
ケ
原

戦
後
の
秀
元

の
家

督
は
あ
り
得
な

い
の

で
、

残
る
可
能
性
は
、
一
五

九
二
年
（
天
正
二

十
）
か
ら
九
九
年

（
慶

長
四
）

の
養
子
期
間
中
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
こ

の
期
間

中
に
輝
元

が
隠
居
し

た
り
、
領
知
権
を

秀
元
に
譲

り
渡
し
た
り
し

た
形

跡
は
な

い
。
管
見
で

は
、
秀
元

は
自
身
の
家
臣
以

外
の
宗
家
家

臣
に
対
し
て

、

知
行
宛
行
状

・
安
堵
状
を

発
給
し
て

い
な

い
。
領

知
権
の
掌
握
を
家

督

の
究

極
の
表
現

と
す

る
と
、
秀
元

は
宗
家
の
家
督
を

と

っ
て

い
な

い
、

と
い
う
の

が
本
稿

の
立
場
で

あ
る
。
前
述

の
よ
う
に
、

養
子
期

間
中

の
経
緯
や
曖
昧

さ
か
ら
、

対
外
的
・
名
目

的
な
問
題
は

残
る

が
、

名

目
・
名
分
を

明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
本
槁

の
関
心

の
外

に
あ
る
。

三
関
ケ
原
戦

後
。
宗
瑞
は
木

津
、
つ

い
で

伏
見
に
居
住
し

、
公
儀
へ

の
奉
公

の
形

を
と

っ
た

。

ヱ
（

○
一
年

（
慶
長
六
）

に
は
、
秀

就
が

証
人
と
し

て
在
江
戸
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。
宗
瑞

在
江

戸
の
可

能
性

も
あ

っ
た
が
、
宗
瑞
白

身

が
。

東
へ

事
、
我

々
可
罷
下

所
に
て
（

あ
る
へ
く

候
、
其
段
も
無

忘
却

候
、

雖
然
我

々
下

候
者
、
返
納

も
調
ま
し
く

候
、
家
中
之

儀
も
尚

以
不

可
有
正
儀

候

と

言
っ
て

い
る
ご
と
く
、

そ
う
し

た
場
合
国

元
か
ら
さ

ら
に
遠
く
な

っ
て
、
返
納
（
慶
長
五
年
分
先
収
貢
租
を
新
領
主
へ
返
還
す
る
こ

と
）

も
調
わ

ず
、
関
ケ
原
戦

後
の
家
臣
団

の
動
揺
も
押
え

き
れ
な

い
と
認

識
し
て

い
た
。
こ

の
二

つ
は
、
関

ケ
原

戦
後

の
毛

利
氏
の
大
き
な

課

題
で
。あ
っ
た
。
秀

就
の
在
江
戸
に

は
、
児
玉
元
兼

・
景
唯
兄

弟
、
国

司
元
蔵

等
が
供
を
し

、
そ
の
側
近

を
形

成
し

た
。
児
玉
兄

弟
は

秀
就

の

伯
父

、
国
司
は

守
役

の
家
柄
で

あ
り
、
後

の
役
職
名
で

い
え

ば
、

彼
等

は
江
戸
加

判
役
に
あ
た

り
、

そ
の
中

心
を

な
す
元
兼

は
当
役
に

あ

た
る
。
彼
等

の
家
譜
で
は
、

秀
就
の

「
後
見
役
」
を

勤
め
た
と

い

う

。
一
方
国
元

の
体
制
は
、

福
原

広
俊

・
榎
本
元
吉
・
井
原

元
以

の

三
人

が
加
判

役
（
こ
れ

は
慶

長
期
を
通

じ
て
変
ら
な

い
）
を
勤
め
、

福
原

が
統
括
す
か
。
財
政
の
実
務
な
ど
を
担
当
す
る
「
代
官
」
（
後
に

は
当
職

と
呼

ば
れ

る
）
は
、
当
初
佐

世
元
嘉

が
勤
め
て

い
た
。

関
ケ

原

戦
後
目

覚
し

い
活

躍
を
し

た

の
は
、
何
と

い
っ
て
も
福
原
広

俊
で

あ
る
。

彼
の
果
し

た
役

割
は
、
右

の
国

元
加
判
役

の
枠
を

は
る
か
に

超
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ

の
一
つ
は
、

益
田

元

祥
が
、
「
弐

ケ
国
御
改

之

時
「

福
越

一
ま

い
に
さ
は
き

被
申
、
云

々
」

と
評
価
し
、

宗
瑞

が

後
年
財

政
立
直
を

秀
元

に
依
頼
す

る
さ

い
、
「
此
巳
前

福
越
後
二
如

申

付
、
此

度
者

秀
元

へ

被
申
候

而
、
彼
気
遣

被
申
候
様
、
云

々
」
と
評

し

た
内
容
に

関
る
。
こ

れ
は

、
関
ケ
原

後
の
返
租
問
題
を

中
心
と
し

た
財

政
立
直

を
福
原

が
統
轄
し
て
遂
行
し

た
こ
と
を

指
す
と
考
え

ら

れ
る
。
さ
ら

に
福
原

の
果
し

た
も
う

一
つ
の
重
要
な

役
割
は
、

聞
次

（
対
徳
川
氏

対
幕
府
交

渉
の
毛
利
氏
側

窓
口
）
で

あ
る
。
福
原

は
、
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１

四

つ
き

。
か
く
の
こ

と
く
中
だ
ん
じ

候
」－
。
と
宗

瑞
が
述

べ
て

い
る
こ
と

で
も

知
れ
る
。
こ

の
婚
姻
と
釣
合

を
と

る
た
め
に
、
翌

匸
（

Ｉ
七
年

に
は

、
宗
瑞

の
二

男
就
隆

（
下

松
支
藩
主
）

と
秀
元
女

と
の
結
人

も

行
わ

れ
る
。
両

川

が
宗
家
を
守

り
立
て

る
と

い
う
元

就
の
教
訓

が
引

合
に

出
さ
れ
、
重
縁
に
よ
っ
て
さ
ら
に
結
束

が
強
調
さ
れ
、
「
か
ち
う

の
と

ヽ
の
へ
」

が
企
図

さ
れ
る
と

い
う

構
図
で
あ

る
。
こ
う

い
っ
た

宗

瑞

の
秀
元

・
広
家

に
対
す

る
思
入

は
一
貫
し
て

い
る
も

の
の
、

当

該
期

の
彼
等
の
具

体
的
な
動
を

い
く

つ
か
み
て

み
よ
う
。
一

六
〇
〇

年
（
慶
長
五
）
、
防
長
二

力
国

へ
減
封
の
後
、
東
西
に
秀
元
と
広
家
を

置

い
て
守

と
し

た
。
広
家
へ

の
領

地
打
渡

の
日
付
は
、
同

年
十
一
月

二
日

で
あ
る
。

一
六
〇
五
年

（
慶

長
十
）
三

月
、
徳
川

秀
忠
の
上
洛

に

際
し

て
、
宗

瑞
は
秀
元
に
上
洛

を
求

め
た
。
萩
築

城
中
の
五
郎
太

石
事

件
（
熊

谷
一
党
と
益
田
元

祥
の
争

）
で
、
自

身
の
上
洛

が
遅

れ

る
た
め
に
、

秀
元
を
先
発
さ

せ
た
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。
秀
元

は
。

こ

の
上
洛

に
よ

っ
て
自

ら
の
築
城

（
長
府
串
崎

城
）

が
遅
れ

る
こ

と

を

迷
惑

か
っ
て

い
る
。

広
家

も
、
こ

の
頃
横

山
城
の
築
城
に
忙
し

か

っ
た
。
一
六
〇
六
年

（
慶
長
十

匸

、

広
家

は
自
身
江
戸
に
下

向
し
て
、

江
戸

城
普

請
に
助
力
し

、
長
期
間

滞
在
し
た

。
翌

一
六
〇

七
年
に
は
、

福
原

か
ら
駿
府

城
普
請

の
情
報
を
得

た
宗

瑞
は
。
「
ト

カ
ク
直
談

申
候

「

テ
不

相
叶
事
候

條
、
万

早

々
御

越
待
入
候

」
と
秀
元

に
申
し
送
り

。

「
広
家

御
談
合
候

テ
、
只
今

之
人

数
ヲ
仕
上

セ
、
云

々
」
と
、

秀
元

・
広
家

が
協
力
し

て
普
請
に
当

っ
て
く

れ
る
こ
と
を

期
待
し
て

い
る
。

な

お
、
幕
府

普
請
役
の

奉
行

は
、

ほ
と
ん
ど
福
原
広

俊
・
益
田
元

祥

６

７

京
・

江
戸
・
駿

府
を
往
来
し

て
、
一
六
一
六

年
（
元
和
二

）
ま
で
こ

の
役
を
果
し

た

が
、
返
租

の
軽
減
、
秀
就

の
婚
姻
、

城
地
選
定
、

普

請
役
、
秀

就
の
帰
国
、
朱

印
高
決
定
、

参
勤
時
期

の
決

定
等

々
枚
挙

に

い
と
ま

が
な

い
く
ら

い
で
あ
り
、
初
期

の
交
渉

が
と
り
わ
け
家

の

存
廃
に
関

り
、
か
つ
そ

の
裁
量
の
大
き

か
っ
た
こ

と
を

考
え

る
と
、

注
目
に

値
す
る
。
毛
利
氏

の
取
次

（
徳
川

氏
側

窓
口
の
年
寄

）
は
、

本

多
正
信

・
正

純
父
子

で
あ
り
、
大
御

所
家
康

（
正

純
）
　・

将
軍

秀

忠

（
正

信
）
の
二
元

政
治
の
時
期

に
も
対
応
す

る
形
を
と

っ
て

い
た
。

な

お
宗

瑞
は
、

匸
（

○
三

年

（
慶

長
八

）
に

初
入
国
し
、
萩

築
城
、

家

臣
団

秩
序

の
引

締
、
検
地
等
を

行
っ
て
、

藩
政
を
徐

々
に
構
築
し

て
い
っ
た
。

右

の
よ
う
な

背
景
の
中
で
、

関

ケ
原

戦

後
の
秀
元

の
政
治
的
役
割

を
み
る
と
、
ま

ず
そ
の
第
一

段
階
は
、

二
（

○
○
年

（
慶
長
五
）

か

ら
一
六
〇

九
年

（
慶
長
十
四

）
で
あ

る
。
こ
の
時
期

の
秀
元
の
役

割

を

匸
言
で

言
え

ば
、
吉
川

広
家
と

と
も

に
両

川

（
吉
川

元
春
・
小

早

川
隆
景
）

の
後
継
者
に

擬
せ
ら
れ

た
こ

と
と
、
若

い
毛

利
一
門

へ
の

異
見
者
で

あ
っ
た
と

い
う

こ
と
で

あ
る
。
両

川

の
後
継
者
に
擬

せ
ら

れ
て

い
た
こ
と
は
、
す

で
に
一
五

九
九

年
（
慶

長
四
）
の
国

割
書
に
、

「
巳

来
之
儀
、
松

寿
事

為
惣
領
、

隆
景

元
春
吾

等
如
被
仕
立

候
被
馳

「
巳

来
之
儀
、
松

寿
事

為
惣
領
、

隆
景

元

走
、
云
々
」
と
あ
る
こ
と
で
も
知
れ
る
し
、

一
六

一

の
宗

瑞
女
と
吉
川

広
正

（
広
家

嫡
子
）

の
婚
姻

に

の
と
ヽ
の
へ
も

つ
は
ら
と
存

候
に
つ
ゐ
て
、

か
や

ん
じ
候
、
と
う
け

に
て
（

ひ

て
も
と
き

つ
か
わ
か
ん

に
や

う
に
候

二



・
井
原
元
以

な
ど

が
勤

め
て

い
る
。
一
六
〇
八

年
（
慶

長
十
三

）

の

秀
就
の
江
戸

で
の
婚
儀
に

は
、
宗
瑞
は

少
く
と
も

一
人

は
出
席
さ
せ

た

が
っ
て
い 自

た 心身

の
代
り

に
二
人

の
う
ち

い
な
い
。
大
坂
冬
の
陣
に
は
両
者
と
も
出
陣
、
夏
の

元
之
間
一
人

先
へ
御
使
二
可

被
遣
と

被
仰
出
候
、

と
あ
る

如
く

、
宗
瑞
は
二
人

の
う
ち
一
人

を
先
に
行

か
せ
る
こ
と
を

考
え
、

結
局

秀
元

が
「
先

手
之
備
」

に
決

定
し

、

吉
川

氏
は
広
正

の

出
陣
と
な

っ
た
。
秀
元

と
広
家
は
、
後
述
す

る
如
く
、

根
本
的
に

は

相
対
立
す

る
存
在
で
あ

る
こ

と
も
あ

っ
て

、
宗
瑞

の
期
待

す
る
程

の

両

川
の
後
継

者
た
り
得
て

い
な

い
。

両
者

の
仲
を
取
り
持
ち
、

両
者
を
競
わ

せ
て
宗
家

の
た
め
に
働

か

せ
る
こ

と
、

家
臣
団
の
手
本

と
す
る
こ
と

、
こ
れ
ら

は
宗

瑞
に
よ

る

人
使
の
範
囲

に
属
す
る
。

そ
し
て
こ
う
し

た
人
使
こ
そ
、
毛

利
氏

の

伝
統
的
な

政
治
的
手
法
で

あ
っ
た
。
こ

の
点

に
関

っ
て
、

一
六
〇
五

年
（
慶

長
十
）
暮
、
秀
元

・
広
家
の
間
と

、
秀
元
・
益
田

元
祥

の
間

で
取
り
交

さ
れ
た
起
請
文

の
位
置

づ
け
を
し

て
お
こ
う

。
同
年
春

か

ら
の
五
郎
太
石

事
件

に
宗
瑞
は
断
を
下
し
、
熊
谷
・
天
野
一
党
を

「
討

滅
」
し

た
。
そ
し

て
同
年
暮

、
家
臣
団
に

連
署
起
請
文
を

提
出
さ
Ｉせ

て
、
家
臣
団

秩
序
の
引
締
を

は
か

っ
か
。

右
の
起
請
文

の
遣
取
も
宗

瑞
の
要
請

に
よ
る
も
の
で
、

関
ヶ
原
戦
以

来
の
家
臣
団

秩
序
の
動
揺

と
痼
を
睨
ん

で
の
一
連

の
施
策
で
あ

る
と
位
置

づ
け
得

る
。
と
こ

ろ

が
、
従
来
こ

の
一
件
を
画
期

に
、
①
「

秀
元

の
後
見
政

治
」

が
始
ま

っ
た
と
す

る
説
、
②
「

秀
元

・
益
田
氏
を
中

心
と
す

る
政
治
体
制

が

ほ

ぼ
確
立
し

た

↑
と
す

る
説
、

の
よ
く
似
た
二

説
が
あ

る
。
前

者
は
、

関
ヶ
原
戦
後
宗
瑞

は
「
政
務

か
ら
退

い
て
」

い
た
し
、
「
気
分

が
衰
え

て
お
り
、
後
見
役
を
必
要

と
七
て

い
た
」
が
、
関
ヶ
原

戦
以

来
の
「
家

中

の
し

こ
り
」

の
た
め
後
見
役
を

選

べ
ず
に

い
た
。
右

の
一
件

で
秀

元
と
広
家
を
和
解

さ
せ

た
こ

と
で
、
「
秀
元
の
後
見
政
治
」

が
可
能
と

な

っ
た
、
と
背
景

を
説
明
し
て

い
る
。
し

か
し
両

説
と
も
、

こ
の
時

期

に
そ
う
し

た
政

治
体
制

が
開
始

・
確
立
し

た
こ
と

の
具

体
的
証
拠

を
何

も
掲
げ
て

い
な

い
。
両

説
と
も
論
証
さ
れ

て
い
な

い
と
考
え

ざ

る
を
得

な

い
。
本

文
の
よ
う

に
位

置

づ
け

る
方

が
、
素
直

で
は
な
か

ろ
う

か
。

当
該

期
の
秀
元

の
政
治
的
役

割
の
も
う
一

つ
は
、
若

い
毛
利

一
門
　
　
一

へ

の
異
見
者

の
役

割
で
あ
る

。
関
ヶ
原

戦

の
翌

年
、
毛
利
元

康

（
元
　

８

就
の
八
男
ヽ

厚
狭
毛
利

柤
）ヽ

毛

利
秀
包
（
元
就
の
九
男
ヽ

吉
敷
毛
利
　
　
一

柤
）

が
相
次

い
で
死

去
し
、
元

就
の
子
で
は
毛
利

元
政

（
宗
休

。
右

田
毛
利

柤
）

が
残
る
だ
け
と
な

っ
た
。
宗
瑞
は
、

一
六
〇
四
年

（
慶

長
九
）

に
帰
国
御

礼
の
た
め

の
上
洛

を
前
に
し

て
、
建
設

途
中

の
萩

城

の
「
番
手
」

に
、
一
門
の
長

老
格
の
毛
利
元

政
と
宍
戸
元

続
を
命

じ
て

い
る
。
そ

の
元
政
も
、

ヱ
（

○
九
年

（
慶

長
十
四
）
四
月

に
死

去
し

た
。
同
年
に

秀
元
は
、
在
江

戸
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し

た

事
情

か
ら
宗
瑞
は

秀
元
を
通
じ
て

若
き
一
門
に

異
見
を
し
、

起
請
文

を
徴
し
た
。
宗
休

の
子
元
倶
の
起
請
文
で
は
。
「
今
度

自
殿
様
、
伊
与

様
を
以

、
御
内
證

被
仰
下
候
、

誠
生
々
世

々
忝
次

第
、
申
上

も
疎
奉

存
候
事
」
な

ど
と
な

っ
て
お
り
、
毛
利
元
鎮

（
秀

包
の
子
）
、
毛

利
元

宣

（
元

康
の
子
）
も
同
様

の
起
請
文
を

上
げ
て

い
る
。
こ
れ
ら

の
宛

名
は
秀
元

で
あ
る

が
、
実
質

は
宗

瑞
に
宛
て
た

も
の
で
あ
る
。
宍

戸

元
続

が
、
国

元
加
判
役

の
井

原
元
以

に
宛
て
て

い
る
（
実
質
は
宗

瑞

宛
）

の
と
対
照
を
な
し

て

い
る
。
同
年

時
点
で

の
年
齢
構
成
を

み
る

と
、
秀
元
三

一
歳
、
元

続
四

七
歳

、
元

倶
二
五

歳
、
元
鎮
二

一
歳
、

元

宣

匸

一
歳
で
あ

り
、

元
続

の
年

齢
お
よ

び
秀
元

と
の
関
係
は

、
他

の
三
家

と
異
な

っ
て

い
る
。
こ

の
起
請
文
に
関

っ
て
、
宗
瑞
は

秀
元

へ
、
「
御
方

江
戸
御
下

向
候
、
宗

休
ナ
ト
（

如
此
候
付
而
、
若
衆
へ
御

異
見
之
人

モ
、
又

シ
ヤ
ウ
コ
人

モ
無
之
候

ヘ
「

、
カ
ナ
ク

候
間

、
勿

論

事
候
ヘ
ト
モ
如
此

申
合
候
」

と
書
き
送

っ
て

い
る
。
一
門

の
長
老

格
の
宗

休

が
死
去
し
、

若
き

一
門
へ
の
異
見

者

が
い
な
く
な

っ
だ
の

で
、
特

に
若

い
一

門
三

家
へ

の
異
見
者
、
守
立

役
と
し
て

秀
元

に
期

待
し

た
わ
け
で
あ

る
。
秀
元

は
、

元
倶
と

の
関
係
で
は
、
宗
休

の
代

か
ら
懇
意
で
あ
り

、
元

鎮
と

の
関
係
で
は
、

秀
元
の
妹

が
室
と
な

っ

て

い
る
間
柄
で
あ

る
。
元
宣

に
つ

い
て
は
、
当

初
福
原
広

俊

が
守
立

役

で
あ
っ
た

が
、

右
の
こ
と

が
き
っ
か
け

に
な

っ
た
の

か
、

秀
元
に

引

き
付
け
ら
れ
て

い
く

。
こ
う
し

た
関
係
で
、

後
年

の
秀
元

の
勢
力

基

盤
は
構
成
さ
れ

、
そ
れ
は

後
述
す
る
一
六
二
五

年

（
寛

永
二

）

の

知

行
替
に
も
顕
著

に
現
わ
れ

る
こ
と
に
な

る
。

以
上

、
第
一
期

の
秀
元
の

政
治
的
役
割
は
、

後
年
に
も
継

続
し
て

い
く
が
、
両

川

の
後
継

者
に
擬

せ
ら
れ
て

い
た
こ
と

（
類

例
と
し
て

は

吉
川

広
家
）
と

、
若
き
一

門
へ
の
異
見
者

で
あ

っ
た
こ

と
（
類
例

と
し
て

は
毛
利
元

政
）
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
宗

瑞
を
主
体

と
し

た
人

使

の
範
囲

に
止

ま

っ
て

い
た
。
「
秀

元

の
執

政
」
、
「
秀
元

の
後

見
政

治
」

、

「

秀

元

・
益

田

氏

を

中

心
と

す

る

政

治

体

制

」

と

い

っ

た

体

の
も

の

で

は

な

い
。

第

二

期

は

、

一

六

〇

九

年

（
慶

長

十

四

）

か

ら

二
（

Ｉ
六

年

（
元

和

二

）

の
間

で

あ

り
、

秀
元

の

在

江

戸

が
始

期

と

な

る

。

こ

の

期

の

秀
元

の

役

割

は

、

二

日
で

い
え

ば

、

秀

就

の

後

見

役

で

あ

る
。

そ

し

て

類

例

は
、

児

玉

元

兼

・
景

唯

兄

弟

で

あ

る

。

従

来

、

秀

元

の

在
江

戸

恚

い

う

こ

と

が
充

分

に

注

目

さ

れ
て

い
ず

、

ま

た

そ

の

「
後

見

」

の

内

実

が
検

討

さ

れ
て

い
な

い
。

類

例

を

な

す

児
玉

兄

弟

に

つ

い
て

は

、

全

く

指

摘

が

な

い
。

公

儀

人

（
江

戸

留

守

居

）

の
福

間

就

辰

は
、

後

年

次

の
よ

う

に

記

し

て

い

る

が
、

こ

れ

は

ほ

ぼ
正

確

で

あ

る

。

其

比

者

、

長

門

守

様

御

若

年

二
候

故

、

御

内

證

之

所

被

添

御

心

、

御

後

見

二
茂

と

宗

瑞

様

被
思

召

候

而

、

御
公

儀

江
被

仰

上

、

甲

斐

守

殿

御

在

江

戸

二
成

申

之

酊

候

ヱ
（

○

一

年

（
慶

長

六

）

の

秀

就

の

在

江

戸

の

時

か

ら

、

児
玉

元

兼

・

景

唯

兄

弟

（
秀

就

の

伯

父

）

と

国

司

元

蔵

等

が

「
後

見

役

」

と

し

て

付

け

ら

れ

て

い

た

。

国

司

は

一

六

〇

八

年

（
慶

長

十

三

）

に

死

去

し
、
児
玉
元

兼
は

病
気
勝
と
な

っ
た
。
宗
瑞
は

、
秀
就

に
「
行
規
」

の
こ
と

を
注
意
し
、

「
若
狭
な

と
さ
へ
如
此
気

分
悪
候
て

不
立
用
候

、

偏
御
方
ふ
の
わ
る
さ

談
、
万

御
用
御
調

専

二 と
怒毋
］な

と
さ
へ
如
此
気

分
悪
候
て

不
立
用
候

存
候
、
五
左

一
人
之
事
候
」
「
日
夜

被
仰

と

書
き
送

っ
た
。
こ
の
よ
う

に
秀
就
側

近
の
手
薄
と
な
っ
た
こ
と
が
、
秀
元
在
江
戸
の
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ

９



う
。
も
う

一
つ
の
要
因
は
、

宗
瑞
か
ら
児
玉
兄

弟
へ
、

秀
元

が
在
江

戸
を
「

殊
外

迷
惑
か
り
非
大

か
た
候
、
然

と
も
罷
下
、
我

々
親
子
之

為
よ
く
、

秀
就
自
然

の
ほ

り
な
と
も
成
事

候
「

し

縱

身
上

は
て

候

と
も
本

望
と
の
事
候
」
と

言
っ
て

い
る
旨
を

伝
え
て

い
る
よ
う
に
、

秀
元

の
在
江

戸
に
よ

っ
て

秀
就

の
帰
国
を

模
索
す

る
と
い
う
こ
と

で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
秀
就
事
（

、
伊
予
守

罷
上

候
ヘ
「

、
国

へ

罷
下
之

由
、
福
原
被

申
候
」
と

い
う
記
事

の
あ

る
こ

と
で
も
確

か
め

ら
れ

る
。
聞
次

（
対
幕
交

渉
役
）

の
福
原

広
俊

が
、
毛
利

氏

の
取

次

年
寄
で

あ
る
本

多
正
信

に
打
診
し

た
結
果
、
将
軍

が
毛

利
氏

の
た
め

に
秀
元

を
在
江
戸
さ
せ

る
と

い
う

ニ
ュ
ア

ン
ス

で
結
着
い

た
よ
う

で
、

秀
就

の
帰
国
は
実
現
し

な

覚
書
六
ヵ

条
を
書

い
て

い
る 皹か

つ
た
。
宗

瑞
は
。

秀
元

の
出
発
直
前

に

一
万

事
両

人
可

被
仰
談
事

一
重

畳
申
候
上
衆

へ
之
儀
、

連
々
之
御
心
持

専
一
候
事

一
秀
就
儀
、
御
下

か
ら
（

、
御
方

頼
人
候
間
、
以

御
才
覚
御
引

な

を

し
、
我
等
へ

の
御
届
此

儀
た
る
へ
き
事

と

い
う

の

が
最

初
の
三
ヵ

条
で

、
第
一
条
は
、

児
玉
兄
弟
と
よ
く

話

し
合

っ
て

協
力
す

べ
き
旨
を

言
っ
て

い
る
。

秀
元

の
覚
書
に
、
「
児
若

・
児
五

左
へ

被
入
御

念
御
書
事

」
と
あ
る

の
に
対
応
す
る
も

の
で
、

彼
等

と
役
割

が
重
な
る

（
競
合
す

る
）
点
に
配

慮
し

た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
第
二

条
は
、
公

儀
を
中

心
と
し

た
付
合

を
指
す
。

そ
し

て

第
三

条
は
。
秀

就
の
「
行
規
」

へ
の
異
見
を

指
す
。
こ

の
第
二

・
第

三

条
こ
そ

が
、

後
見
の
内
容

で
あ
る
。
宗
瑞

が
、
秀
元
に
対
し

て
繰

り
返
し
求
め
て

い
る
こ

と
は
、
「
公
儀
衆
あ
い
し

ら

い
之
趣
、
肝
要
之

事
」
、
「
人
あ

い
し

ら

い
振
舞
之

儀
」
、
「
書
扎
な

と
の
事
、
是
又

か
り

そ

め
も
一
大
事

之
儀
陦
」
と

い
っ
た
、
付
合

・
会
釈

の
こ

と
と
、
秀

就

の
「
行
規
」

へ
の
異
見
と

い
う
こ
と

の
二

つ
で
あ

る
。

「
行
規
」

は
、
身
上

（
身

分
・
地
位
）

に
関
り
、
家

の
破

滅
に
ま

で

い
た

る
と
宗

瑞
は
認
識
し
て

い
た
。

秀
就

の
「
行

規
」

に
つ

い
て

は
い

福
原
広

俊
が
、
「
御
家
之
御

調
「

、
若
殿
様

の
御
形
儀
御
存
分
二

相
極
中
候
」
、
「
江
戸
二
て
五
左
と
く
や
み
事
に
も
、
も
は
や
殿
様

の
御

労

見
二
て
、
よ

く
御

分
別

お
ち

つ
き
可
中
よ
り
外
之
頼
「

無
御
座
候

と

申
相
た
る
御
事
二
候

」
、
「
五
左
な

と
江
戸
二
被
置
せ
候
共
、
は

つ
れ

中

儀

見
申
承
な

か
ら
、
中

々

二
言
も
中
上
事

も
成
申
ま
し

く
候
、
余
人

二
可

申
衆
一
人

も
御
座
な
く
候
間
、
御
為
あ
し
き
事
「

、
時
々
刻
々
た

る
へ
き

と
存

价
」
と
嘆
息
す

る
程
で

あ
っ
た
。
児
玉
こ

そ

が
、
秀

就

の
「
行

規
」

に
異
見
す

べ
き
人
物
＝

後

見
役
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

後
見

の
も
う
一
つ

の
内
実

で
あ
る
、

付
合
・
会

釈
に
つ

い
て
、

ど

う

い
う
人

の
配
置
だ

っ
た
の
か
を
知

り
得
る
史
料

が
あ
る
。
宗
瑞

は
、

（
秀
就
）

長

門

へ

（
広
佼
）

福

越

・

客

来
候
時
、
次
二
て
見
合

、
仝

尺
之

調
申
付
候
事
肝
要
候
．

豊
前
・
左
近

、
其
以
下
二
者
主
殿

・
掃

部
肝
煎
二
極
候
、

福
越
事

者
公
儀
之
隙
不

入
時
（

、

定
而
少
も
不
可

有
緩
候
、
豊
前

事
者
勿

論
二
候
、
（
中

略
）
秀
元
御
事

者
座
敷
二
て

の
御
会
尺

肝
要

存
候

、
是
又
節

々
御
出
候
而
、

乍
勿
論
御
肝

煎
尤
候

と
書
き

送
っ
て

い
る
。
秀
就
の
と
こ

ろ
へ
客

が
来
た
場
合
、
応
接

の

も
て
な
し

の
中
心
と
な

る
の
は
、
児
玉

景
唯
と

福
原

広
俊
で
あ

り
、

従
来

全
く
指
摘

が
な
い

が
、

一
六

匸
二
年

（
慶

長
十
八
）

に
福
原

広
俊
は
、
毛
利
秀
元

の
江
戸

か
ら

の
追

落
を
図

る
。
広
俊
は
、
「
秀
元

様
と
御

半
も

後
「

あ
し
く
成
可

申
子
細
共
御

座
候
、
な

に
か
に
付
申

候
て

。
彼
御
下
国

調
申
度
候
、

元
々
」

と
宗

瑞
に
書

き
送
り
、
就
隆

の

供
を

し
て

帰
国

す
る
井
原
元
以

に
も
こ

の
件
を
申
し

含
め
て

い
る
。

将

来
秀
就
と

秀
元
の
仲

が
悪
く

な
る

兆
が
あ
る

の
で

、
秀
元
の
在
江

戸

を
止

め
さ
せ
帰
国
さ
せ

る
必
要

が
あ
る
と
訴
え
て

い
る
の
で
あ

る
。

同

年
九
月
に

は
、

一
段

被
成
御

分
別
「

彼
御
暇

之
儀
、
将
軍
様

ヘ
「

佐

州
懇
二
被

仰
上

、

之

由
候
」
と
広

俊

が
言

っ
て

い
る
の
で
、
こ

の
画

策
は

か
な
り
進
ん
で

お
り
、
あ
と

は
家
康
の
意

向
待
と

い
う
こ

と
で
、

「
多
分
「

相
調
可

申
と
奉
存
候
」

と
自
信
を
深

め
て

い
る
。

広
俊
は
、

聞
次
と

し
て
の
役

割
を
充
分
に
活

用
し
て

い
る
わ
け
で
あ

る
。
史
料

に
表
わ

れ
た
限

り
で
の
広
俊

の
秀
元
に
対
す

る
不
満
を
二
っ

あ
げ

る

と
、
次

の
よ
う
な

も
の
で
あ

る
。

⑥
少
成
共
彼
御
帰
国
之
事
、
是
非
共
く

相
調
申
度
迄
二
て
御
座
候
、

う

ゑ
木
を

被
成
候
も
、
御

ふ
る
ま

ひ
の
御
手
組
も
、

御
座
敷
之

か

ぎ
り
も
、

彼
御
方
様

の
を

御
う
っ
し

候
迄
二
て
御

座
候
、
其
故
京

都
へ
之
御
用

な
と

も
、

彼
御
方
二
何

二
て
も
御

座
候

ヘ
（

、
其
う

つ
し
を
御

あ
つ
ら
へ

候
様
二
御

座
候
、
何
事

も
彼
御
行

儀
無
残
所

よ

く
候
と
計
被
思
召
人
候
間
、
更
不
及
了
簡
御
事
迄
こ
て
御
亀
鋺
、

⑧
此
間
も
又

御
小

性
一
人

被
召
置

候
、
甲
州
様

柳
又
右
御
調

と
聞
へ

申
候
、
私
共
ヘ
（

御
か
く
し

被
成
候
間
、
少
も
不
存
躰
二
て
罷
居

候
、

1011

こ

の
二

人
に

つ
い
て
は
、
「
無
寸
暇

心
遣
」

が
要
求
さ

れ
て

い
る
。

福
原

に
は
聞
次

と

い
う
本

来
の
役

が
あ
る

の
で
、
そ
れ
と

並
行
と

い

う

こ
と
に
な

る

が
、
児
玉

の
場

合
に
は
、

こ
れ
こ
そ

が
本

来
の
役
割

の
一
つ
で

あ
る
。
秀
元
に

は
、
秀
就
と

客
の

い
る
座

敷
で
の
応
接

が

求
め
ら

れ
て
お
り
、
藩
邸

に
「
節

々
」

来
て
の
肝
煎

が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
後
見

の
内
実
は
、

秀
就
の

付
合

・
会
釈
へ

の
肝

煎

と
、

秀
就
の
「
行

規
」
へ
の

異
見

と
の
二
つ

が
主
な
も
の
で

あ
っ

た

。
児

玉
景
唯

と
毛
利

秀
元
と

は
、
後
見
役
と
し

て
基
本
的

に
は
同

じ
役

割
を
担

っ
て

い
た

。
福
原

広
儷
は
、
聞
次

と

い
う
彼
等
二
人

と

は

明
確
に
区
別
さ

れ
る
役
割
を
中

心
と
し

つ
つ
も
、
そ
れ
と

並
行
し

て

後
見

の
役
割
を

も
期
待
さ

れ
か
つ
果
し
て

い
た
。
聞
次
と

後
見
と

は
、
浸
透
し
あ

う
関
係
に
あ

る
の
で
、
そ

れ
が
別

々
の
人

格
に
よ

っ

て

担
わ
れ

る
と

き
、
連
繋

が
う

ま
く

い
っ
た
場
合
（
福
原
－

児
玉
）

は
良

い
が
、

競
合
し
た
場
合

（
福
原
Ｉ

秀
元

）
は
、
激
し

い
対
立
を

生
む
で
あ

ろ
う

。
ま
た
、
同

じ
後
見

の
役

割
を
二
人

が
担
う

場
合

も
、

う

ま
く
連
繋
す
る
場
合

（
児
玉
兄

弟
）
と
、
競
合
す

る
場
合
（
児
玉
－

秀
元
）

が
あ
る
だ
ろ
う
。

後
見

の
内
実

が
右
に
み

た
よ

う
な
も

の
で

あ
り
、
児
玉
兄
弟
に
そ
の
類
例

が
み
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
「
秀
元
の
後

見
政
治
」

な
い
し
「

秀
元

の
執
政
」

と
い
う
従
来

の
見

方
は
、
当

該

期
に
は

成
り
立
だ
な

い
と
考
え

る
。

四



⑥
は
付
合
・

慰
・
行
儀
に

関
る
事
柄
で

あ
る

が
、
公

儀
へ
の
目
一
杯

の
奉
公

に
よ

る
財
政
状
況
を

知
る
広
俊

に
し

て
み
れ

ば
、

我
慢

の
な

ら
な

い
浪

費
で
あ
り
、
ま

た
行
儀
に
つ

い
て
も
両

者

の
考

の
違
う
こ

と

が
窺
え

る
。
⑧
は
毛
利
氏

に
よ
る
新

参
召

抱
の
噂

が
立

て

ば
、
斡

旋
攻
勢

が
か
け
ら
れ
る

心
配

が
あ
る
。

広
俊
か
ら
み
れ

ば
、
二

つ
と

も
秀
就

が
秀
元
に
誑
か
さ

れ
て

い
る
事
態

ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宗
瑞
は
、
「

る
と
同
時
に
、
「
秀
元
福
原
あ
（

ひ
、
是
又

我
慢

の
な

を
気

に
す

戸
で

の
二

人
の
仲
を
憂

慮
し

て

い
た

。
し
か
し
結
局
、

広
俊
に
よ

る
江
戸

か
ら

の
秀
元
追

落
は
実
現
し
な

か
っ
た
。
一
六

一
五
年

（
元
和

元
）
十
一

月
。
「

越
後

守
俄
煩
之
由

候
」
と
、
広

俊
は
病
気
に
な

っ
て
お
り
、

遅
く
と
も
翌

二
（

年

（
元
和
二

）
五
月

に
は
帰
国
し
て

い
る
。
広
俊

は
、
以
降
二
三

年

（
元
和
九

）
に
死
去
す

る
ま
で
在
国
し

て
お
り
、

一
八
年

（
元

和
四

）
頃
ま
で

は
依
然
と
し

て
国
元
加
判
役

を
勤
め
て

い
た
。
広
俊

の
聞
次
役
は

。
帰
国

の
時
点

で
終

っ
た
。

益
田

元
祥

の

観
測

で
は
、
「
弐

ケ
国

御
改
之
時
（

福
越
一
ま

い
に
さ
は
き

被
中
、
殿

様
も
御
心
優

に
不

被
成
せ
節

、
福
越
如
何

被
存
せ
候
哉
、

外
様
衆
並

に
万

あ
て

か
い
被
申
に
付
て

、
其
身
も
気
を

く
さ
し
申
躰

に
候
」
と

い
う
。
広
俊

の
帰
国
―
聞
次

役
辞
退
は
、
直

接
的
に
は
病

気

が
原
囚

で
あ
る
が
、
秀
元
在
江
戸

を
止
め
さ
せ
な
い
こ

と
へ
の
不
満
で
、
「
気

を
く

さ
し
」

だ
こ

と
も
背
景

に
あ
る
だ

ろ
う

。

児
玉
景
唯
も
、
福
原
と
同
じ
頃
帰
国
し
、

こ
（

匸
五
年
（
寛
永
二
）

に
死

去
す

る
ま

で
在
国

し
た
ま

ま
で
あ

っ
た
。
景
唯

の
帰
国

ま
で
を

留
り
不

中
候
、
御
覚
も

無
御
座
候
つ

る
、
只
今

者
直

二
被
聞
召

候

故
、
御

仰
天

も

被
成
、

一
か
と
御
究

も
き

び
し
く

候
様
二
被
思

召

御
事

候
、
（
中

略
）
何
事
を

申
候
て
も
、
佐

渡
毆
御
座
候
（

す
候

間
、
中

事
無
御
座
候
、
上

野
毆
（

時

々
二
ま

に
合

候
で
物
を

被
仰

御
人

二
候
間
、
し

か
と
の
御
事

二（

相
成
不

申
候

即
ち
、
こ
の
記
事
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
、
①
福
原
の
聞
次
で
あ
っ

た
こ
ろ
は
、
幕
府
と
の
交
渉
は
広
儷
が
一
手
に
引
き
請
け
て
お
り
、

宗
瑞
・
秀
就
は
広
俊
に
任
せ
っ
き
り
に
し
て
い
た
こ
と
、
②
し
か
し

最
近
で
は
成
長
と
と
も
に
．
秀
就
が
そ
う
い
っ
た
案
件
を
多
少
判
断

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
③
毛
利
氏
の
取
次
年
寄
で
あ

っ
た
本
多
父
子
の
う
ち
、
正
信
の
死
（

匸
（

Ｉ
六
年
）
に
伴
っ
て
、

毛
利
氏
は
そ
の
取
次
を
土
井
利
勝
に
乗
り
替
え
る
が
、
そ
れ
は
正
純

が
当
に
な
ら
な
い
存
在
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
知
り

得
る
。
③
に
関
し

て
は
、
徳
川
家

康
・
本

多
正

信
の
死
と

福
原

広
俊

の
帰
国
に
よ

っ
て
、
取
次
・

聞
次
の
拱
手
は

、
奇
し
く

も

二
（

二
（

年
（
元
和
二

）
に
図
の
如
く
が
ら
り
と
変
る
の
で
あ
る
。
土
井
利

勝
－

毛

利
秀
元
の

関
係

は
、
人

脈
（
ラ
イ
ン
）

と
し
て
あ

る
の
で
は
な
く

、

毛
利

氏
の
選
ん

だ
取
次
と
聞

次
の
関
係
と
し

て
あ
る
。

図.取 次･聞次 の担 手転換

（
取

次

）

徳

川

家

康
‐『‐－

本

多

正

純

徳

川

秀

忠
－
－

本

多
正

信

（
聞

次

）

∇

福
原
広
俊－

毛
利
宗
瑞

徳
川
秀
忠－
－

琵

齟

に
に
毛
利
秀
元｜

諳

齟

追
ゴ
て
み
る
と
ヽ

病
気
で
一
時
帰
国
し
て
い
た
が
ヽ

二
（

匸
二
（
慶

長
十

八
）
暮
、
翌

年
の
江
戸

城
普

請
の
「
大
辻

気
遣
」

の
た
め
に
江

戸
へ
下

向
し

た
。
大
坂
両

陣
に
は
秀
就
の
供
を
し
、
一
六
一
五
年

（
元

和
元

）
十
月
、

焼
失
し

た
江
戸

藩
邸
作
事

の
指
揮
の
た
め

に
江

戸
へ

下
向
し
、
翌
年

六
月

に
や

っ
と
帰
国
す

る
。
こ

の
と
き
に
は
、
「
児
豊

事
内

々
相
臥
候
上
、
今
度
之
普
請
二
は
た
と
気
も
つ
き

昨
」

と
い
う
状

態
で

あ
っ
た
。
こ

う
し

て
福
原
広

俊
・
児
玉
景

唯
と

い
う
、

秀
元
の

対
立
者

が
相
次

い
で
江
戸
を
去

っ
た
。
「
甲
州
様
豊
前
守
御
間
悪
と
の

御
沙
汰

候
」
と

い
わ
れ
る
如
く
、

秀
元
と
景

唯
の
仲

の
悪

い
こ

と
は

周
知

の
こ
と
で
あ

っ
た

が
、
そ

れ
は
単
に
個
人

と
し
て

の
仲
云

々
よ

り
も

、
後
見
と
し

て
の
役
割

の
競
合

が
原
因

で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
　
　
一

る
。

こ
の
対
立

も
相
当
深
刻
な

も
の
で
、
後
年

の
秀
元
に
よ

る
児
玉
　
1
2

処
分

に
繋
っ
て

い
く
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

秀
元

の
政
治
的
役

割
の
第
三
期

は
、
福
原

広
俊
と
児
玉
景

唯

が
江

戸
を
去
っ
た

こ
（

Ｉ
六
年
（
元
和
二
）
か
ら
一
六
二
三

年
（
元
和
九
）

ま
で

で
あ
る
。
そ

の
役

割
は
、
そ

れ
ま
で

の
後
見

役
に
聞
次
を

合
わ

せ
た

も
の
に
な

っ
た
と
考
え

ら
れ

る
。
類
例

は
、

勿
論
福
原

で
あ
る
。

福
原

広
俊

が
聞
次

で
あ
っ
た
こ

ろ
の
状
況
を
、

広
俊
自
身

が
次

の

よ
う

に
語
っ
て

い
る
。
一
六
一
七

年

（
元
和
三

）
の
秀
忠
上
洛

に
関

る
証
人

究
で
、
吉
川

広
家

が
実
子

証
人

を
出
し
て

い
な

い
こ

と
が
問

題
と
な

っ
た
折

の
こ

と
で
あ

る
。

爰
元

へ
も
申
上
、
又

江
戸
に
て

若
殿
様
へ

も
中
上
候

つ
れ
共

、
其

節
之

儀
者
、
何
鐺
私

さ
ば
き
中

と
御
分
別
候

つ
る
故
、
御
耳

に
も

右
の
状
況
を
鮮
や
か
に
示
す
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
吉
川
広
家

が
嫡
子
広
正
に
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、
前
述
の
吉
川
氏
実
子
証
人
問

題
に
関
わ
る
。

一
江
戸
公
儀
之
事
、
越
後
毆
・
児
豊
前
不
被
居
候
而
、
於
于
今
（

一

諸
事
之

儀
被
相
計
、
公

儀
内
儀
共
二
彼
存
分
之
こ

と

越
州

一
類

・
児
豊

一
類
・
益
玄

一
類
之
者
二
、
公

事⑩成 儀

だ
け
、
公

界
出
ら
れ

か
た
き
や
う
二
仕

さ

れ
、
後

々
（

如
何

や
う
二
も
可
相
計
し

た
て

に
て

候
哉
之

吉
川
広
家

か
ら
み
て
、

①
福
原
広

俊
・
児
玉
景

唯

が
江
戸
を

去
っ
た

こ
と

に
よ

っ
て
、

吉
川

氏
と
対
立
す

る
秀
元

が
江

戸
を
牛

耳
っ
て

い

る
こ

と
．

た
め
に

将
軍

や
秀
就
と

の
間
を
遮

ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
、

吉
川
氏

に
と

っ
て

由
々
し

い
事
態

と
な

っ
て

い
る
こ
と
、

②
秀
元
に

対
立
す

る
集
団

と
し

て
、
吉
川
氏

・
福
原
氏

ふ

九
玉
氏
・

益
田

氏
な

ど
か
お
り
、
ま

た
一
方
秀
元

に
与
す
る

も
の
と
し
て
毛
利

元
倶
な

ど

一
門

が
い
る
（
秀
元

が
彼
等
を

「
取
く
み
候
て
一
具
二
仕
な
さ
れ
候
」

と

い
う
）
こ

と
、

を
知
り
得

る
。
た
だ
し

、
宍
道
元

兼
・
井
原
元
応

・
井
原

元
以
な

ど
の
側
近

が
徐

々
に
育

っ
て
き
て

い
る
こ
と
、
大
物

の
益
田
元

祥
を

江
戸
に
送
り
込
ん
で

い
る
こ
と
、
（
元

和
ご
〒

六
年
）
、

公
儀

人

（
江
戸

留
守
居
）

の
先
蹤
を
な
す

と

い
わ
れ

る
糸
賀
真
作

が

活
動

を
始
め

て
い
る
こ

と
な

ど
、
江
戸

の
体
制

が
徐

々
に
整
備

さ
れ

て

い
る
こ
と

は
知

っ
て

お
く

必
要

が
あ

る
。
そ
れ

に
前
述
し
た
よ
う
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に
、
秀

就
が
判
断
を
下
す

場
合
も
出
て

き
た
こ
と
も
考

慮
す
れ

ば
、

広
家

が
危
機

感
を
抱

い
て

い
る
程
に
は

、
秀
元

が
江
戸
を

牛
耳

っ
て

い
る
と
は
思
え

な

い
。

秀
元

の
聞
次

の
例
で
は
、
や
は

り
取
次

の
土

井
利
勝
を
通

じ
て
の
も

の
が
多
く
、
宗

瑞
の
隠
居
所
に

つ

い
て
や
、

江
戸
藩
邸
作

事
に
関
る
公
儀

か
ら
の
借

銀
の
肌

訃
な

ど
が
印
象
的
で

あ
り
、
福
原

ほ
ど
の
目
覚
し

さ
を
感
じ
な

い
。
第
三
期

の
聞
次
と
し

て
の
秀
元

の
役

割
は
、
福
原

の
類
例

が
あ

り
、
や
は
り
宗

瑞
に
よ
る

人
使
の
範
囲
に
属
す
る
。
こ
れ
を

「
秀
元
の
政
治
」
と
い
う
な
ら
、
「
広

俊
の
政
治
」
を
も

認
め
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

秀
元

の
政
治
的
役
割

の
第
四
期

は
。
一
六
二
三

年

（
元
和
九

）
か

ら
一
六
三

一
年

（
寛
永
八
）
で
あ

る
。
秀
元

は
、

宗
瑞
・
秀
就

か
ら

「
両

国

大

辻

并

千

貫

匁

に

及

ぶ

所
帯
方
万

究
之
儀
」
’
を

依
頼
さ

れ
た
。
こ
れ
に

は
四

借

銀
が
あ
っ
て
、
所
帯

方
（
財
政

）
の
立
直

が
急

務

と
さ
れ
、

そ
の
方
途
を
見
出

す
こ

と
が
、
宗

瑞
隠
居
＝

秀
就
家
督

の

条
件
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
事
情

が
あ
っ
た
。
宗
瑞
は
秀
就
に
、
「
万

一
仕
組
之

儀
御

方
無
案
内
候

而
、
成
く

る
し

く
候
「

し

此
已

前
福

越
後

二
如
中
付

、
此
度
者
秀
元

へ
被
中
候
而

、
彼
気
遣

被
申
候
様
、

御
談
合
可
然
候

」
と
指
南
し
て

い
る
。
以
前

福
原

に
や
ら
せ

た
よ
う

に
と

い
う

の
は
、

前
述
し
た
如
く

、
関
ケ
原

戦
後
の
返
租
問

題
を
主

と
す

る
財
政
立

直
を

指
す
と
み

ら
れ
る
。
こ

の
よ

う
に
秀
元

へ
の
依

頼

に
は
、
先
行
す

る
類

例

が
あ
り
、

あ
く
ま
で
人

使
と
認
識

さ
れ
て

い
た
こ

と

が
重
要
で

あ
る
。
秀
元

へ
の
依
頼
は
前

年
か
ら
行
わ

れ
た

が
、

二
（

二
三

年
（
元
和

九
）
に

ほ
ぼ
承
諾

の
目

処
が
つ

い
た

の
で
、

秀

就

は

吉

日

を

選

ん

で

（
九

月

十

日

）

萩

城

に

入

城

し

、

秀

就

が

宗

瑞

か

ら

家

督

を

譲

り

受

け

る

儀

式

が

行

わ

れ

た

。

そ

の

後

秀

元

が

正

式

鉱

承

諾

し

、

十

一

月

二

十

一

目

に

は

、

秀

就

・

秀

元

よ

示

瑞

の

連

署

『

覚

』

が

、

益

田

元

祥

・

清

水

景

治

宛

に

出

さ

れ

て

、

両

名

が

「

代

官

職

」

（
当

職

）

に

任

命

さ

れ

、

財

政

立

直

の

実

務

を

担

当

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

十

一

月

二

十

三

日

の

毛

利

元

倶

宛

秀

就

の

覚

で

は

。

（
毛
利
。儿
似
）
　

葢
Ⅲ
）

｛
宍
道
。兀
被
｝
　

（
川
尽
）

匸

咼

札

判

形

山

城

・

益

玄

よ

（

主

殿

・

清

信

濃

可

仕

事

（
阿
Ｍ
‥
川
’兀
皿
）
　

（
桂
。儿
澄
）
　
　

（
児
。杙
。、几
怛
）

一

役

目

触

奉

書

判

形

宍

主

殿

・

阿

帯

刀

・

桂

能

登

守

・

児

五

左

可

仕

事

、

但

、

留

守

之

時

者

山

城

・

益

玄

と

な

っ

て

お

り

、

元

倶

は

国

元

留

守

居

、

元

祥

・

景

治

は

当

職

、

元

兼

は

当

役

（

藩

主

随

従

）

で

、

こ

の

四

人

が

国

元

加

判

衆

を

構

成

す

る

。

元

兼

を

統

括

役

と

し

て

匸

兀

理

（

江

戸

留

守

居

）
　
・

元

澄

こ

兀

恒

（

児

玉

景

唯

の

嫡

子

）

の

四

人

で

江

戸

加

判

衆

を

構

成

す

る

。
「

公

事

」

は

国

元

の

三

人

が

沙

汰

し

、

ま

た

、

「

爰

元

之

様

子

内

外

共

二
大

小

に

よ

ら

す

、

月

切

二

江

戸

可

申

越

候

事

」

と

し

て

い

る

。

完

全

に

は

秀

元

の

人

事

で

は

な

い

し

、

秀

就

は

秀

元

に

任

せ

切

っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

秀

元

署

判

の

法

度

は

数

少

く

、

そ

の

中

で

も

諸

士

法

度

「

条

々

」

の

奥

書

に

、
「

若

此

旨

被

相

背

族

有

之

は

、

糺

明

之

上

達

上

聞

、

堅

可

処

厳

科

」

と

刑

罰

権

の

藩

主

に

よ

る

留

保

文

言

が

あ

る

。

秀

元

に

依

頼

さ

れ

た

、
「

両

国

大

辻

井

所

帯

方

万

究

之

儀

」

と

い

う

の

は

、

藩

政

の

重

と

な

り

、

財

政

立

直

の

統

轄

責

任

者

と

な

る

こ

と

だ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

藩

政

上

に

秀

元

色

が

出

る

の

は

、

宗

瑞

が

死

去

す

る

二

（

二

五

年

14

（
寛
永
二
）
で

あ
る
。
こ

の
年
四

月
二

十
七

日
、
宗
瑞

は
七
三

歳
で

死

去
し
た
。

秀
就
は
、
在
府
中

で
死
目
に
あ
え

ず
、
葬

儀
に
も
間
に

合

わ
な
か

っ
た
。
五

月
二
十

日
。
児
玉
景

唯

が
死

去
し

た
。
と
こ
ろ

が
、
児
玉
氏

の
譜
録
に
、

然
処
景

唯
死

後
、
宗
瑞
様
為

御
遺
言
、
五

左
衛
門
尉
元

恒
、
嫡
子

民
部
少
輔
元

征
、
二
男
三

郎
右
衛
門
元

誠
、
一

族
児
玉
四

郎
兵
衛

元

理
、
御

暇
被
下

之

と
あ

る
ご
と
く
、
児
玉

一
類

に
突
然
暇

が
出
さ
れ

る
。
児
玉
一
類

へ

の
暇
は
、
宗

瑞
の
遺
言

だ
と
さ
れ
て

い
た
こ
と

が
わ
か
る

が
、

真
相

は
そ
う

で
は
あ
る
ま

い
。
児
玉
氏

は
、
毛

利
氏

に
と
っ
て
元
良
以

来

の
功
臣

の
家
柄
で
あ
り

、
元

兼
・
景

唯
兄
弟
は

秀
就
の
伯
父

か
つ
後

見
役
で

あ
っ
た
こ

と
で

も
わ
か

る
ご
と
く
、
宗
瑞

の
最
も
信
頼

の
厚

い
人
物
達

で
あ

っ
た
。
元

恒
は
、
景

唯
の
嫡
子
で

江
戸
加
判
役

の
現

役
で

あ
る
。
真
相
は
、

秀
元
に
よ

る
児

玉
処

分
で

あ
ろ
う
。

秀
就
と

秀
元

の
仲
の
悪
く
な

る
一
六
三

一
年
（
寛
永

八
）
に
、
元
恒

・
元
誠

（
元
恒

の
二
男
で
匸

兀
兼
－

元
忠
家

の
養
子

）
二

家
に
帰

参
が
命
じ

ら
れ
て

い
る
の
も
、

そ
の
証
拠

と
な
る
。
前
述

の
後
見
役
を

め
ぐ
る

競
合

に
原

因
す
る

対
立

が
、
こ
こ

ま
で
響

い
て

い
る
と
考
え

る
。

も
う

一
つ
の
秀
元
色

の
あ
ら

わ
れ
は
、
同
年

の
寛
永
検

地
に
も
と

づ
く

知
行
替
で
あ

る
。
福
原

元

儷
（
広
俊
は
元

和
九
年
に
死

去
）
を

吉
敷
か
ら
宇
部
へ
、
宍
戸
広
匡
を
右
田

か
ら
三
尾

へ
移
し
た
。
か
わ
っ

て

秀
元

に
近

い
毛
利
元

倶
を
三
尾

か
ら
右
田

へ
、
毛
利
元
鎮
を

阿
川

か
ら
吉
敷
へ
移
し

て
中
央

部
を
固

め
た
。

児
玉
処
分
と
知
行
替
は
、
吉
川
・
福
原
・
児
玉
等
の
対
立
集
団
へ

の
抑
圧
、
右
田
毛
利
・
厚
狭
毛
利
・
吉
敷
毛
利
と
い
っ
た
、
秀
元
の

勢
力
の
基
盤
と
な
る
毛
利
一
門
の
引
立
と
い
う
意
味
合
を
待
ち
、
藩

政
を
め
ぐ
る
主
導
権
争
に
、
こ
の
時
点
で
一
つ
の
解
答
を
出
し
か
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
宗
瑞
の
死
去
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
お
、
財
政
立
直
の
実
質
は
、
益
田
元
祥
が

担
当
し
た
。

秀
就
と
秀
元
の
間
柄
は
そ
の
後
不
仲
と
な
り
、
一
六
三
一
年
（
寛

永
八
）、
秀
元
は
「
国
之
仕
置
」
を
秀
就
に
返
す
こ
と
と
な
っ
た
。

秀
就

は
、

益
田

元
祥
に
、
「
是
茂
極
意

に
は
御
方
頼
存

、
先
大
か
た
請

取
筈

二
而
下

候
」
と
、
元

祥
を
頼

と
し
て
こ
そ
返
し
て
も
ら
う
こ
と
に

し

た
と
言

っ
て

い
る
‥

そ
の
元
祥
も
三

二
年

（
寛

永
九
）
八
月
二

十
　
1
5

三

日
に
当
職
を
辞
し
た
・

そ
こ
で
秀
就
は
ヽ

同
年
九
月
十
三
日
に
ヽ

両゙
　
　
一

国
置
目
之
儀
、
辻
を
御
存
候
而
可
給
之
由
」
を
、
今
度
は

国

置
目
之

儀
、
辻
を
御

存
候
而
可
給
之

由
」
を
、

今
度
は
岩
国
支

藩

主

吉
川
広
正

に
依
頼
し

、
承
諾
を
得

て

い
る
。
こ

れ
は
、
「

吉
美
濃

守
殿
へ
大
図
之
儀
御
談
合

申
、
何
篇
可
相
調
之
由
」
と
、
毛
利
元
倶
・

清
水
景

治
が
国

元
加
判

役
を
勤
め

る
際

の
条
件

に
、
広
正

へ
の
「
大

図
之
儀
御

談
合
」
を

あ
げ
て

い
る
こ
と
と
同
じ
内

容
を
指
し
て

い
る
。

「
辻
」
「
大
図
之

儀
」

と
い
う
表

現
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
広
正
の

統
轄
責
任
・
藩
政
の
重
と
し
て
の
役
割
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
秀
元
に
よ
る
「
仕
置
」
の
類
例
と
し
て
あ
げ
う
る
も
の
で
あ

第
四
期
こ
そ
「
秀
元
の
執
政
」
を
い
う
な
ら
、
最
も
相
応
し
い
時



期
に
当
る
。
し
か
し
、
前
後
に
福
原
広
俊
・
吉
川
広
正
と
い
う
類
例

が
あ
り
、
か
つ
財
政
立
直
の
実
質
を
益
田
元
祥
等
が
担
っ
た
と
い
う

こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
そ
の
内
実
に
は
相
当
の
留
保
が
必
要
だ
と

考
え
る
。

以
上
、
一
期
か
ら
四
期
ま
で
、
段
階
的
に
秀
元
の
政
治
的
役
割
を

検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
全
期
を
「
秀
元
の
執
政
」
の
一
枚
看
板
で

覆
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
各
期
の
秀
元
の
役
割
は
、
本
文
で
述
べ
た

通
り
で
あ
り
、
類
例
で
示
し
た
如
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
が
配
置
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
役
割
や
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
対
立
が
底
流
に

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
以
来
の
根
深
い
来
歴
を
持
つ
秀
元
執
政
論
は
、

再
検
討
を
要
す
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

註

①

市
村
佑
一
　「
長
州
藩

に
お
け
る
家
臣
団
形

成
過

程
」
（
宝
月
圭
吾
先

生
還
暦
記
念

全
編

『
日
本

社
会
経
済
史
研

究
』
近
世

編
）
。

②
長
府
博

物
館
所
蔵
。

③

『
福
原

家
文
書
』

解
説
な
ど

。

④
脇
正

典

「
萩

藩
寛
永
二
年

改
革
に
つ

い
て

」
（
『
宇
部
工
業

高
等
専

門
学
校
研

究
報
告
』
二
四

号
）
。

⑤

『
寛
永
諸
家
系
図

伝
』

で
は
、
本

藩
呈

書
を
も

と
と
し
た
毛
利

氏

系
譜
と
、
長

府
藩
呈
書
を
も

と
と
し

た
毛
利

氏
系
譜
を
並

列
し
て

お
り
、
前

者
は
輝
元
－

秀

就
、

後
者
は
輝
元
－

秀
元
１

秀
就
と

い

う
継
承

関
係

を
示
し
、
両

者
を
読

む
と
長
府
側

に
有
利

な
叙
述

と

な
ヽ
つ
て

い
る
。

⑥

山
口
県
文

書
館
所
蔵
毛
利
家

文
庫
「

福
間
彦
右
衛
門

覚
書
」

の
寛

永
十
三

年
に
関

る
記

事
。
本
藩
側

は
、
こ

の
主
張

を
「
不
謂
儀

」

と
否

定
し
て

い
る
。
な
お
、

史
料
に
関
し
て

特
に
断
ら
な

い
限
り
、

同

文
庫
の

史
料
で
あ

る
。

⑦
例
え

ば
寛

政
譜
編
纂

の
際
、
本
藩

は
長
府
の
呈
書

の
特
に
秀
元

に

関

る
叙
述
に
謬

説
が
あ
る
と
し

て
、
系

譜
追

加
と

い
う
形
で

訂
正

譜
を
幕

府

に
提
出
さ
せ
た

が
、

幕
府
側

は
、

旧
説
を
固

持
し

て

い

る
。
「
内
覚

長
府
事
」
、
「
系
譜

追
加

長
府
」
、
「

長
府

御
系

譜
相

違
之

廉
御
請
写

」
。

⑧

『
大

日
本
古
文

書
毛

利
家
文
書
』
　一
〇
四
一

安
国

寺
恵
瓊
外
二

名

連
署
起
請
文

、
天
正
二
十
年
四

月
十
四

日
。
以
下

、
同

史
料
の
場

合
は
、
毛

一
〇
四
一

の
如
く
略
記
す

る
。

⑨
毛
一

〇
三

五
。

⑩
毛

一
〇
〇
一
、
毛

九
二

二

⑥

『
寛
政
重
修

諸
家
譜
』
、
毛
九
三

一
な
ど
。

⑩
毛

一
〇
三

六
。

⑩
長
府
原

物
館
所
蔵

「
毛

利
輝
元

起
請
文
」
慶

長
三

年
六
月
二

十
六

⑩

『
寛
永
諸
家

系
図
伝
』
。

⑩

『
萩

藩
閥
閲
録
』
三
－

一
六
六
、
内

藤
隆
春
書

状
、
慶
長
三
年

八

月

十
四

日
。
以
下

、
閥
と
略
記
し

、
刊
行
巻
次

と
頁

数
を

記
す

。

⑩
閥

ご
丁

匸
（

七
、
内

藤
隆

春
書
状
、
慶

長
三

年
九
月
二

日
。
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⑩
毛

言

三
一
〇
国

司
元

蔵
起
請
文
、
「
譜

録
児
玉
主
計

広
高
」
。

⑩

『
福
原
家
文
書
』
毛
利
宗
瑞
書
状
、
慶
長
六
年
、
「
福
原

広
俊
書
状
」

慶
長

六
年
閏

十
一
月
一
日
。

⑩
閥

一
－

一
〇
四

。

⑩
毛

一
四
四
四

。

⑩

『
福
原
家

文
書
』

な
ど
を
参
照

。

⑩
取
次

と
聞
次

と
い
う
将
軍

・
大

名
両

者
の
窓
口
を
中

心
に
、
萩

藩

か
ら
み
た

初
期
の
幕
藩

関
係

を
展

望
す
る
別
稿
を

用
意
し
て

い
る
。

⑩
毛

一
一
八

六
。

⑩
毛

一
四
二

七
な

ど
。

⑩
吉
六

九
七
。

⑩
「

譜
録
右
田
毛

利
家
」
毛
利

秀
元
書

状
、
慶
長

十
年
三
月
二

十
二

⑥

吉

二

一
〇
五

な

ど
。

⑩
吉

コ
ニ
四
三

、

吉

匸
二
四
五
。

⑩

『
毛
利

家
乗
』
毛

利
宗
瑞
書

状
、
慶

長
十
二
年
四

月
十
九
日

。

⑩

「
譜
録
益
田

頼
母
兼

修
」
毛

利
宗
瑞

書
状
、
慶

長
十
三

年
八
月
八

⑥

吉

匸

二
〇
六
。

⑩
毛

一

一
五

九
。

図

毛

言
一
五

ご
丁

六
四
、
毛

言
一
八
四

。

⑩

『
長
門
市

史
』
。

⑩
市

村
佑
一
前

掲
論
文

。
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⑥

『
大

日
本
古
文

書
吉
川
家
文

書
』
九
七
九
、

一
五
六
。
以
下

、
同

史
料
の
場

合
、

吉
九
七
九

の
如
く
記
す

。

⑨
長
府
陣
物

館
所
蔵
「
毛
利

輝
元
国

割
書

」
、
「
石
田
三

成

増
田

長
盛

連
署
国

割
書
」

の
ほ

ば
同

内

容
の
二

通

が
現

存
す

る
。

⑩

吉
九

Ｔ
八
。

⑩
毛

九
五
七

。

⑥
長
府
博
物

館
所
蔵
「
毛
利

輝
元
知
行

宛
行
状

」
慶
長
四
年

六
月
十

五
日

。

⑩
毛
利

報
公

会
所
蔵
毛
利

家
文

書
「
後
陽

成
天

皇
囗
宣
案

」
。

⑩
毛
利

報
公
会

所
蔵
毛

利
家

文
書
「
徳
川

家
康
起
請
文

」
。

⑩
「
毛
利
宗

瑞
書
状
案
」

慶
長
十
七
年

十
二

月

十
三

日
、
本

多
正

信

宛
。

⑤
閥
。

⑩
毛

一
一
七
九
。

⑩

秀
就
は

吉
日
を
選
ん
で

萩
城
に
入
城
し
、

「
毛
利
氏
四

代
実
録
考

証
論
断
」
で

は
、
家
督

の
儀
式
を
行

っ
た
。

内
証
家

督
と
呼

ん
で

い

⑩
「
福
間
彦
右
衛
門
覚
書
」
。
な
お
、
拙
稿
「
萩
藩
の
本
・
支
藩

関
係

を

め
ぐ

っ
て
」
（
『
山
口
県

地
方

史
研
究
』

六
一
号
）

参
照
。

⑩
慶

長
四
年
六

月
十
五
日

に
輝
元
か
ら

知
行
を
宛

行
わ
れ
た
段

階
で
、

長
門
国

等
に
既
に
知
行

地
を
有
し
て

い
た

吉
見

他
の
家
臣

は
、
特

別
扱

と
な
っ
た

の
で

、
も
し
あ

っ
た
と
し
て

も
例
外
で

あ
る
。

⑩

『
福
原

家
文
書
』
毛
利

宗
瑞
書

状
、

慶
長

六
年
。



⑩
「
譜
録
右
田

毛
利
家
」
毛

利
宗
瑞
書
状

、
慶
長

九
年
七
月

十
六

日
。

⑥
毛

回

一
一
〇
。

◎
毛

回
一
一
一
、
毛

回
一
二

一
。

図
毛

回
一
一

九
。

⑩

『
毛
利
家

乗
』
毛
利
宗

瑞
書
状
、
慶

長
十
四
年

六
月
二

十
九

日
。

⑩
「

秘
府
明
和
抄
書
」
毛

利
宗
瑞

書
状
、
慶

長
十
四
な

い
し

十
五

年

六
月
十
六
日
。
元

兼
は
、
慶

長
十
五
年
六

月
四

日
に
死

去
し

た
。

⑨
「
譜
録
児
玉
三

郎
右
衛
門

広
長
」
毛
利
宗

瑞
書
状

。
慶

長
十
四

年
。

⑥
「
佐

世
宗

字

書
案
」
。

⑩
毛

コ

ニ
〇
四
。

⑩
毛

匸

石

九
。

⑩
毛

一
一
四
五

。

⑥
毛
一

一
五
四

～
七
。

◎

毛
一

一
五
三

な

ど
。

⑩
「

秘
府
明
和
抄

書
」
福
原
広

俊
書
状
、
慶

長
十
七
年
三

月
六
日
。

図

「
毛
利
宗

瑞
書
状
案
」
慶

長
十
八
な

い
し

十
九
年

六
月
。

⑥
児
玉
元

兼
・
国
司
元
蔵

も
、
基
本
的

に
は
同

じ
役
割
を
担

っ
て

い

た
。

⑥
「

秘
府
明
和
抄
書

」
福
原
広

俊
書
状
、
慶

長
十
八
年
三
月

十
六
日
。

⑥
「
秘
府
明
和

抄
書
」
福
原

広
儷
書
状
、

慶
長
十
八
年

九
月
二
十

日
。

⑥
「
福
原

広
俊
書
状
」
慶

長
十
八
年

十
月
八
日
。

⑨

「
槽

原
広

俊
書
状
」
元

和
二
年
五
月

二
十
八
日
・

⑩
閥
一
ｉ

一
〇
四
。

⑩
「

譜
録
児
玉
主

計
広
高
」
、
以
下
同

じ
。

⑩

「
年
紀
考

」
毛

利
宗
瑞

書
状
、
元
和

二
年
七
月
二

十
一
日
。

⑩
毛

匸

一
四
三

。

⑩
吉

二

二
一
九
福
原

広
儷
請
書
案

、
元
和
三

年
九
月
二

十
八
日
。

⑤
「
毛
利
宗

瑞
書
状
案

」
元
和
二

年
九
月
七
日
。
「
土
井
利

勝
書

状
」

元

和
二
年

十
月
十
四

日
。

な
お
、

詳
細
は
⑩

の
別

槁
に
譲

る
。

⑩
吉

二

三

七
吉
川

広
家
覚
書
、
元

和
三
年
十

月
三

日
。

⑩
吉

匸

二

三

吉
川
広
家
自
筆

書
状
、
元

和
三

年
九
月
三

日
。

⑩
毛

一
三

〇
五

・

匸

一
〇
七
・

匸

一
〇
八
・
一
四

一
四

・
一
四

二
二

・

一
四

四
三

な
ど
。

⑥
毛

一
四
三

二
毛
利
宗

瑞
書
状
、
（
元
和

六
年
力
）
四

月
七
日
。

⑩
毛
一
四
四

三
毛
利

宗
瑞
書
状
、

元
和
七
年
二

月
七
日
。

⑩
毛

一
四
四
六
毛

利
秀
就

起
請

文
案
。

⑩
毛

一
五
五

七
益
田
元

祥
覚
書
。

⑩
毛

一
四
四

四
毛
利
宗

瑞
自
筆
書

状
、
元
和

八
年
十
二
月
二

十
八
日
。

⑥
閥
一

―
七

二

一
。

図

「
譜
録
右
田
毛
利

家
」
。

⑩

「
万

治
以

前
主
要
法
令
集
」
（
『
山
口
県
史
料
』
）
で
は
、
寛
永
元
年

の
三

例

の
み
。

乙
ⅡＩ

‐
亅ｘ－
Ｊ

Ｊ

ｙ

Ｘａ

ｌ
！
―
　

．

⑩

毛

コ

六

〇

毛

利

宗

瑞

書

状

案

、

慶

長

十

九

年

十

二

月

二

十

一

日

．
　

⑥

「

元

和

八

年

分

限

帳

」

に

よ

れ

ば

、

景

唯

ニ

ー

七

二

石

余

、

元

恒

．
　
　

Ｌ
　－

、
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⑩
「

板
倉

勝
重

書
状
」
元
和
元

年
十
一
月
士

三
日

一
〇
〇
石

余
、
元
忠

（
元

恒
二

男

の
元

誠

が
養
子

と
な

る
）
二

18
19

五

〇
七
石

余
と
、

相
当
な
高
知

行
だ
っ
た
。

⑩
秀
元
と

の
対
立
に
よ

っ
て
蒙
っ
た
不
利

益
は
、
イ
知

行
替
の
結
果
、

広
正

の
「
在
萩
台
所
領

」
と
し
て
あ

っ
た
大
井
村

知
行
地

が
な
く

な

っ
た
こ
と
、

口
実
子

証
人
問
題
、
（

広
正

の
在
江

戸

が
実
現
し

な

か
っ
た
こ
と

に
よ

る
家
格

の
低
下

な
ど
で
あ

る
。
な
お
、
前

掲

拙
稿

参
照
。

⑩
毛

一
五
五
七

益
田

元
祥
覚
書

。
脇
正

典
氏

は
、
前
掲
論
文

で
秀
元

の
後
楯
は
あ

っ
た
も
の

の
、

実
質
的
に
改

革
に
当

っ
だ
の
は
益
田

元
祥
で

あ
っ
た
と
の
見
方

を
し
て
お

ら
れ
る
。
筆
者

も
基
本
的
に

賛
成
で

あ
る
。

⑩
毛
一
三

万

一
毛
利
秀
元

自
筆
書
状
。

⑩
閥
一
－

九
四

、
寛
永
八

年
十
一
月
十

七
日
。

⑩
毛
一
五
五

七
、
閥
一

―
一
〇
四
。

⑩
吉

匸

一
七
七
毛
利
秀

就
自
筆
書
状
。

⑩
毛
利

報
公

会
所
蔵
毛
利

家
文
書
「
毛

利
元

倶
・

清
水
景
治
連

署
覚

書
」

寛
永
十
二
年

一
月
十
三
日

。

⑩
そ

の
後
の
本
・
支
藩

関
係

の
推
移
に
つ

い
て

は
、
前
掲
拙
稿

参
照
。

執
筆
者
の
紹
介

田

中

誠

二

吉

積

久

年

西

島

勘

治

石

風

呂

知

典

成

田

勝

美

脇
　
　

英

夫

兼
　

重
　
宗
　

和

沼
　

倉
　

研
　

史

松

本

二

郎

戸
　

島
　
　
　

昭

山

口

大

学

県

教

育

委

員
会

山

口

市

在

住

山
口
大
学
研
究
生

宇

治

高

等

学
校

萩

市

在

住

徳

山

大

学

千

葉

市

在

住

萩

市

在

住

山

口

県

文

書

館
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